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税務訴訟資料 第２６５号－３７（順号１２６２０） 

名古屋地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求事件 

国側当事者・国（鈴鹿税務署長） 

平成２７年３月５日棄却・確定 

 

判     決 

原告            Ａ株式会社 

原告            株式会社Ｂ 

原告ら代表者代表取締役   甲 

原告ら訴訟代理人弁護士   加藤 洪太郎 

同             佐久間 信司 

同             稲垣 仁史 

同             中山 弦 

同             漆原 由香 

同             安本 卓史 

同             伊藤 勇人 

同補佐人税理士       戸谷 隆夫 

同             飯島 明伸 

同             山田 清誉 

被告            国 

同代表者法務大臣      上川 陽子 

処分行政庁         鈴鹿税務署長 

              山路 好美 

同指定代理人        丸山 聡司 

同             立田 渉 

同             土田 悟士 

同             杉本 正弘 

同             土田 徹 

 

主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 鈴鹿税務署長が平成２３年５月２４日付けでした原告Ａ株式会社の平成２０年４月１日から

平成２１年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち納付すべき税額１３７５万２

８００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

２ 鈴鹿税務署長が平成２３年５月２４日付けでした原告Ａ株式会社の平成２０年４月１日から
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平成２１年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち消費税の納付

すべき税額につきマイナス（還付金の額に相当する税額）１２５万２２１８円を超える部分及び

地方消費税の納付すべき税額につきマイナス（還付金の額に相当する税額）３１万３０５４円を

超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

３ 鈴鹿税務署長が平成２３年５月２４日付けで原告株式会社Ｂに対してした平成２１年４月１

日から平成２２年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額につきマイナ

ス（欠損金額）１８２８万０４０９円を超える部分、納付すべき税額につきマイナス（還付金の

額に相当する税額）８３万９４３１円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金につき１８２８万０

４０９円を下回る部分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

 本件は、①原告Ａ株式会社が、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの事業年度

（以下「平成２１年３月期」といい、他の事業年度についても同様とする。）の法人税及び平成

２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの課税期間（以下「平成２１年３月課税期間」と

いう。）の消費税・地方消費税（以下「消費税等」という。）についてそれぞれ確定申告をしたと

ころ、鈴鹿税務署長から、これら確定申告には原告株式会社Ｂに対する寄附金を営業権の対価で

あるなどとして過剰に損金算入した違法があることなどを理由として、平成２３年５月２４日付

けで、法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに消費税等の更正処分及び過少

申告加算税の賦課決定処分を受けたため、これらの処分（以下「本件原告Ａ各処分」という。）

の各取消し（ただし、各更正処分については、上記確定申告により自ら確定させた納付すべき税

額を超える部分に限る。）を求めた抗告訴訟（請求の趣旨１項及び２項に係る訴え）と、②原告

株式会社Ｂが、平成２２年３月期の法人税について確定申告をしたところ、鈴鹿税務署長から、

原告Ａ株式会社から受けた寄附金に係る受贈益の計上漏れがあることなどを理由として、平成２

３年５月２４日付けで、法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、こ

れらの処分（以下「本件原告Ｂ各処分」といい、本件原告Ａ各処分と併せて、以下「本件各処分」

という。）の各取消し（ただし、更正処分については、上記確定申告により自ら確定させた納付

すべき税額等を超える部分に限る。）を求めた抗告訴訟（請求の趣旨３項に係る訴え）である。 

２ 関係法令の定め 

 別紙１「関係法令の定め」記載のとおりである。 

３ 前提事実（当事者間に争いがない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めら

れる事実。以下、書証番号は、特記しない限り枝番を含む。） 

（１）原告ら 

ア 原告Ａ株式会社（以下「原告Ａ」という。）は、ゴルフ場、スポーツ施設の設計、施工及

びその経営等を目的として昭和６１年７月●日に設立された株式会社（法人税法２条１０号

の同族会社）である。（甲１９、２３、乙１、４、弁論の全趣旨） 

イ 原告株式会社Ｂは、生コンクリートの製造・販売等を目的として昭和５９年１１月●日に

設立された株式会社（法人税法２条１０号の同族会社）であり、平成１２年１１月１５日、

商号を旧商号（Ｃ株式会社）から現在の商号である「株式会社Ｂ」に変更した（以下では、

商号変更の前後を問わず、「原告Ｂ」という。）。（乙５、証人丙、弁論の全趣旨） 

ウ 原告らの代表取締役は、現在、いずれも甲（以下「甲」という。）が務めている。 
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（２）Ｄ（以下「本件ゴルフ場」という。）の概要等 

ア 本件ゴルフ場は、三重県鈴鹿市内にある敷地総面積●●㎡、１８ホール（パー７２）の預

託金会員制のゴルフクラブである。（甲２３、４７、５１、５２、乙２９、４５、５１、証

人丙、弁論の全趣旨） 

イ 原告Ｂは、昭和６０年頃、本件ゴルフ場を建設・運営するための初期投資を始めた。その

後、本件ゴルフ場の運営会社として原告Ａが設立され、後記ウのとおり、本件ゴルフ場の会

員（以下「本件会員」という。）から原告Ａに対して保証金（以下「預託金」という。）が払

い込まれるようになると、原告Ｂは、原告Ａに対して本件ゴルフ場の開発に係る事業を承継

し、事業承継後は、原告Ａが本件ゴルフ場の開発を進めた。（甲７、乙５、原告ら代表者、

弁論の全趣旨） 

ウ 三重県知事は、昭和６２年１０月３０日、原告Ａに対し、森林法に基づく開発行為の許可

をした。これを受けて、原告Ａは、本件ゴルフ場の建設予定地の開発行為を進め、併せて、

昭和６２年１１月から平成２年１１月までの間、本件会員の募集を行った。本件ゴルフ場は、

平成元年１０月９日に完成し、平成２年５月●日から営業が開始された。本件ゴルフ場の営

業開始後、原告Ｂは、ゴルフコースの増設改良工事などを担当し、平成４年１０月頃からは

本件ゴルフ場の管理業務を担った。（甲６、７、２３、２４、２６、乙２１、３５、４５、

証人丙、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

（３）原告らの間で締結された平成１６年４月１日付けの契約の概要等 

ア 原告Ａでは、多くの会員について入会から１０年の預託金償還期限が到来する平成１０年

頃から、預託金の返還を求める会員が増加し、これに応じるための資金繰りに追われるよう

になった。そこで、原告らは、原告Ａが原告Ｂに対して本件ゴルフ場の施設や設備を賃貸し、

原告Ｂにおいて、原告Ａに代わって本件ゴルフ場を運営することによってこれに対処するこ

ととし、平成１１年４月１日付けで、本件ゴルフ場の建物、施設及びその管理に関する契約

（以下、「平成１１年契約」といい、同契約に係る契約書を「平成１１年契約書」という。）

を締結した。（甲１、７、２３、２４、２６、乙４５、証人丙、原告ら代表者、弁論の全趣

旨） 

イ 原告Ｂは、平成１１年契約締結後、これに基づき、本件ゴルフ場を運営していたところ、

平成１２年１２月１４日、原告Ａを被告とする預託金返還請求訴訟に勝訴した本件会員から、

原告Ａに対する破産手続開始の申立てがされた。そこで、原告Ａは、民事再生法に基づく再

生手続開始の申立てをするため、平成１３年５月１７日付けで、平成１１年契約を合意解約

した。（甲６、７、２３ないし２５、証人丙、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

ウ 原告Ａは、平成１３年１２月●日付けで、名古屋地方裁判所（以下「名古屋地裁」という。）

に対し、民事再生法２１条１項に基づく再生手続開始の申立てをした。（甲７、乙４の２、

８、弁論の全趣旨） 

エ 原告Ａは、平成１４年１月●日午前１０時、名古屋地裁から、民事再生法３３条１項に基

づく再生手続開始の決定を受けた。次いで、原告Ａは、同法１７４条１項所定の再生計画認

可決定を受け、同決定は、平成１５年２月●日に確定した。その後、同年３月３１日には再

生計画に基づく配当が実施され、平成１６年１１月●日、原告Ａに対する再生手続は終結し

た。（甲１９、乙４の２、証人丙、弁論の全趣旨） 

オ 原告らは、平成１６年４月１日付けの契約書（甲２。以下、「平成１６年契約書」といい、
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同契約書に基づく契約を「平成１６年契約」という。）を取り交わした。平成１６年契約書

の概要は、別紙２「平成１６年契約書の概要」記載のとおりであり、これを平成１１年契約

書と比較すると、①平成１１年契約書には、原告Ａが、原告Ｂに対し、本件ゴルフ場の維持

管理及び運営に必要な全ての物（ただし、本件ゴルフ場内の土地及び建物を除く。）を契約

締結から１年後の簿価で売却し、契約締結から１年間は有償貸与とする旨の条項があったの

に対し、平成１６年契約書には、これに対応する条項が存在しないこと、②平成１１年契約

書では、契約期間は５年とし、期間満了３か月前までに意思表示がなければ５年間延長する

とされていたのに対し、平成１６年契約書では、契約期間は３年とし、期間満了３か月前ま

でに意思表示がなければ３年間延長するとされていたこと等の相違点はあったものの、その

ほかは、平成１１年契約書とほぼ同じ内容であった。（甲１、２） 

カ 本件ゴルフ場は、平成１６年契約が締結された平成１６年４月１日以降、原告Ｂによって

運営され、同原告の決算書類上、本件ゴルフ場の利用者が支払う利用料金等は、同原告の売

上げとして計上されており、本件ゴルフ場の維持・管理に必要な費用は、同原告によって支

出された。本件訴訟において、原告Ｂが、同日以降、本件ゴルフ場の運営を行っていたこと

は、当事者間に争いがない。（甲３０ないし５６、弁論の全趣旨） 

（４）原告Ａと株式会社Ｅ（以下「Ｅ」という。）との間で締結された契約の概要等 

ア 原告Ａは、平成１９年１０月頃、ゴルフ場の所有・運営等を目的とする株式会社であるＥ

に対し、本件ゴルフ場の買収を打診した。これを受けて、Ｅは、本件ゴルフ場の立地条件な

どを考慮した上で、本件ゴルフ場を買収することを決め、平成２０年１月頃から、甲や原告

Ａの顧問税理士である丁（以下「丁税理士」という。）らとの間で買収交渉を進めた。（甲８、

１４、２４、２６、乙２８、５０、証人戊、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

イ 原告ＡとＥは、平成２０年３月１８日付けで、本件ゴルフ場の譲渡に関する基本合意（以

下「平成２０年基本合意」という。）をした。平成２０年基本合意では、原告Ａが、新設分

割の方法により設立する子会社に対して本件ゴルフ場の運営に必要な全資産を承継した上

で、新設分割の際に当該子会社から割り当てられる同子会社の株式全てをＥに譲渡し、Ｅが、

同株式の対価として本件ゴルフ場の価値に相当する金額を支払う方法により、本件ゴルフ場

の買収を行うことなどが確認された。（甲３、８、乙２８、５０、証人戊） 

ウ 平成２０年基本合意を受けて、原告Ａは、平成２０年１０月●日付けで、新設分割の方法

により株式会社Ｆ（以下「Ｆ社」という。）を設立した。その際、Ｆ社は、事前に定められ

た新設分割計画に基づいて発行された同社の普通株式２００株（以下「本件株式」という。）

全部を原告Ａに割り当てるとともに、同日、原告Ａから、本件ゴルフ場に係る土地、地上権、

家屋・構築物、事業用資産を譲り受けた。（甲１９、証人戊、弁論の全趣旨） 

エ 原告ＡとＥは、平成２０年１０月１日付けで、本件株式を譲渡の対象とする株式譲渡契約

（以下「本件株式譲渡契約」という。）を締結した。本件株式譲渡契約では、原告ＡがＥに

対して本件株式を２０億５０００万円（以下「本件株式譲渡代金」という。）で譲渡するこ

ととされ、原告ＡとＥの間では、同日、本件株式譲渡契約に基づき、本件株式の譲渡と本件

株式譲渡代金全額の授受が行われた。（甲５、乙２９、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

（５）原告らの間で締結された平成２０年９月１日付けの契約の内容等 

ア 原告らは、平成２０年９月１日付けで、「Ｄ営業譲渡契約書」（甲４。以下、「平成２０年

９月１日付け契約書」といい、同契約書に基づく契約を「平成２０年９月１日付け契約」と
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いう。）を取り交わした。平成２０年９月１日付け契約書には、①営業譲渡の基準日を平成

２０年９月３０日として、原告Ｂが原告Ａに対して本件ゴルフ場の営業権を譲渡すること、

②営業権の譲渡の対価（原告Ｂが所有していた営業用動産の価格を含む。）は１４億２００

０万円とすることなどが記載されていた。（甲４、１１、証人丙、原告ら代表者、弁論の全

趣旨） 

イ 原告Ａは、平成２０年１０月１日、原告Ｂに対し、Ｅから支払を受けた本件株式譲渡代金

２０億５０００万円のうち１０億円を平成２０年９月１日付け契約に基づく債務（総額１４

億２０００万円）の履行として支払った。その後、原告Ａは、平成２１年７月２１日、原告

Ｂに対し、上記債務の残金として４億２０００万円を支払った。（甲１９、乙１８、弁論の

全趣旨） 

（６）原告らがした確定申告の内容等 

ア 原告Ａは、法定の申告期限内である平成２１年６月１日、鈴鹿税務署長に対し、平成２１

年３月期の法人税及び平成２１年３月課税期間の消費税等に関して、別紙３「課税の経緯（原

告Ａ）」の「確定申告」欄各記載のとおり、納付すべき法人税額を１８８万０７００円とし、

納付すべき消費税等は存在しないことなどを内容とする各確定申告（以下「本件原告Ａ確定

申告」という。）をした。本件原告Ａ確定申告の中で、原告Ａは、平成２０年９月１日付け

契約に基づいて原告Ａが原告Ｂに支払った１４億２０００万円から原告Ｂ所有の営業用動

産（以下「本件営業用動産」という。）の対価に当たるものを控除した金額である１３億５

９１２万６２５０円（以下「本件金員」という。）が本件ゴルフ場の営業権の対価であると

して、法人税の所得金額の計算上、本件金員の消費税抜価額である１２億９４４０万５９５

２円を同営業権の償却費（以下「本件営業権償却費」という。）として損金の額に算入し、

併せて、同額を消費税等の差引納付税額の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額として仕

入税額控除を計算した。（甲１２、１４の５、乙１、２、３１、弁論の全趣旨） 

イ 原告Ｂは、法定の申告期限内である平成２１年６月１日、鈴鹿税務署長に対し、平成２１

年３月期の法人税に関して、本件金員の消費税抜価額である１２億９４４０万５９５２円を

益金の額に算入して確定申告をした。次いで、原告Ｂは、法定の申告期限内である平成２２

年５月２７日、鈴鹿税務署長に対し、平成２２年３月期の法人税に関して、別紙４「課税の

経緯（原告Ｂ）」の「確定申告」欄記載のとおり、欠損金額を１８２８万０４０９円とし、

納付すべき税額につきマイナス（還付金の額に相当する税額）８３万９４３１円とする確定

申告（以下「本件原告Ｂ確定申告」といい、本件原告Ａ確定申告と併せて、以下「本件各確

定申告」という。また、本件各確定申告の際に提出された各確定申告書につき、以下「本件

各確定申告書」という。）をした。（乙３、弁論の全趣旨） 

（７）本件各処分の内容等 

ア 鈴鹿税務署長は、平成２３年５月２４日付けで、原告Ｂは本件ゴルフ場の営業権を有して

いなかったから、本件原告Ａ確定申告の中で損金として算入されている本件営業権償却費は、

原告Ｂに対する寄附金（法人税法３７条７項）に該当するとして、これを所得金額に加算し、

また、本件金員のうち消費税等相当額である６４７２万０２９８円は課税仕入れの対象にな

らないなどとして、原告Ａに対し、別紙３「課税の経緯（原告Ａ）」の「更正等」欄各記載

のとおり、本件原告Ａ各処分をした。（甲１６、１７、１９） 

イ 鈴鹿税務署長は、平成２３年５月２４日付けで、平成２０年９月１日付け契約に基づいて
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原告Ａが原告Ｂに対して支払った本件金員は、原告Ｂがその対価として譲渡したとする本件

ゴルフ場の営業権自体が存在しないため、その全額が原告Ａからの寄附金（法人税法３７条

７項）に該当し、これは単なる金銭の贈与であるから、その金額のうち未収金となっている

金額は、原告Ｂが益金の額として計上した平成２１年３月期ではなく、実際にその金銭の交

付を受けた平成２２年３月期の益金の額に算入されるべきところ、本件原告Ｂ確定申告では

その旨の益金の計上がされていないから、受贈益の計上漏れがあるなどとして、原告Ｂに対

し、別紙４「課税の経緯（原告Ｂ）」の「更正等」欄記載のとおり、本件原告Ｂ各処分をし

た。（甲１８、弁論の全趣旨） 

（８）原告らの不服申立て等 

ア 原告Ａは、平成２３年７月１９日、本件原告Ａ各処分のうち法人税に係る部分につき国税

通則法７５条４項１号に基づき直接審査請求をし、次いで、同月２２日、消費税等に係る部

分につき異議申立てをした。（乙６、７） 

イ 原告Ｂは、平成２３年７月１９日、本件原告Ｂ各処分につき国税通則法７５条４項１号に

基づき直接審査請求した。（甲２０、乙１０） 

ウ 鈴鹿税務署長は、平成２３年９月２２日付けで、原告Ａがした前記アの異議申立てを棄却

する旨の決定をした。これを受けて、原告Ａは、同年１０月１３日、本件原告Ａ各処分のう

ち消費税等に係る部分につき審査請求した。（甲１９、乙８、９） 

エ 国税不服審判所長は、平成２４年６月１８日付けで、原告らがした前記アないしウの審査

請求をいずれも棄却する旨の各裁決をした。（甲１９、２０） 

（９）本件訴えの提起等 

ア 原告らは、平成２４年９月２８日、本件訴えを提起した。（顕著な事実） 

イ 本件訴訟の中で、原告らは、平成２０年９月１日付け契約に基づき、同契約の基準日であ

る同月３０日（以下「本件基準日」という。）時点で原告Ｂに帰属していた本件ゴルフ場の

営業権が、原告Ｂから原告Ａに譲渡されたとして、本件金員には対価性があるから原告Ａの

原告Ｂに対する寄附金には当たらない旨主張するとともに、仮に、原告Ｂに本件ゴルフ場の

営業権が帰属していなかったとしても、原告Ａが原告Ｂに対して本件金員の全部又は一部を

支払ったことには経済的な合理性がある旨主張している。（顕著な事実） 

４ 被告が主張する本件各処分に係る税額等 

 被告が本件訴訟の中で主張する本件各処分に係る税額の算出根拠等は、別紙５「被告主張額の

根拠等」記載のとおりである。 

５ 争点 

（１）本件の主な争点は、原告Ａが平成２０年９月１日付け契約に基づいて原告Ｂに支払った本件

金員（合計１３億５９１２万６２５０円。平成２０年９月１日付け契約の中で授受の対象とさ

れた１４億２０００万円から本件営業用動産の対価に相当する６０８７万３７５０円を控除

したもの。）が法人税法３７条７項所定の寄附金に該当するか（被告の主張）、あるいは、本件

ゴルフ場の営業権その他原告Ｂが有していた経済的利益に対する対価として合理性を有する

ものであるか（原告らの主張）というものである。 

 具体的には、（１）平成２０年９月１日付け契約で定められた本件基準日（平成２０年９月

３０日）の時点で、原告Ｂは、本件金員の対価に当たる本件ゴルフ場の営業権を有していたか

否か（①原告Ｂは、平成１６年契約に基づき、原告Ａから、本件ゴルフ場の営業権を譲り受け
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ていたか否か、②平成１６年契約に基づいて原告Ｂが本件ゴルフ場の運営を続けたことにより、

本件基準日の時点で、原告Ｂに本件ゴルフ場の営業権が生じていたか否か。）、（２）上記（１）

において、本件基準日の時点で、原告Ｂが本件ゴルフ場の営業権を有していなかった場合、本

件金員の全部又は一部を原告Ａではなく原告Ｂが取得することに合理的な理由があると認め

られるか否かである。 

（２）これら争点に関連する部分を除き、原告らは、別紙５「被告主張額の根拠等」に記載した被

告主張の本件各処分の根拠及びその計算関係を争っていない。 

６ 争点に関する当事者の主張 

（１）争点（１）①（原告Ｂは、平成１６年契約に基づき、原告Ａから、本件ゴルフ場の営業権を

譲り受けていたか否か。） 

【原告らの主張の要旨】 

ア 後記イないしエによれば、原告Ｂは、平成１６年契約に基づき、原告Ａから、本件ゴルフ

場の営業権を譲り受けており、平成２０年９月１日付け契約に基づき、原告Ａが原告Ｂに対

して本件ゴルフ場の営業権の対価に相当する本件金員を支払ったことには合理的な理由が

ある。したがって、本件金員は、法人税法３７条７項所定の寄附金ではないから、その全額

につき損金算入が認められるべきである。 

イ 平成１６年契約は、原告Ａに対する民事再生手続が終結したことを踏まえて、原告Ｂが本

格的に本件ゴルフ場を再建することを目的として原告らの間で締結されたものである。 

 原告Ｂは、平成１６年契約の締結日である平成１６年４月１日以降、本件ゴルフ場を運営

し、本件ゴルフ場の利用者等から支払を受けた利用料その他の収入を取得する一方で、本件

ゴルフ場の維持・管理や広報活動の支出を行ったほか、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者と

しての義務も果たしていた。平成１６年契約書の文言上も、原告Ｂが本件ゴルフ場内にある

全ての建物・施設をその営業の目的のために使用し、自らの責任及び負担において維持・管

理するものとされていたところ、このことは、平成１６年契約が、本件ゴルフ場の施設の賃

貸借だけでなく、営業権の譲渡も目的としたものであることを示すものである。以上によれ

ば、平成１６年契約によって、原告Ａから原告Ｂに対して本件ゴルフ場の営業権が譲渡され

ていたことは明らかであり、平成１６年契約を単なる賃貸借契約を定めたものにすぎないと

して、平成１６年契約に基づき、本件ゴルフ場の営業権が原告Ａから原告Ｂに譲渡されたこ

とを否定する被告の主張は失当である。 

ウ 平成１６年契約締結の際、原告らの間で本件ゴルフ場の営業権の対価の支払としての現金

の授受が行われていないことは被告が指摘するとおりである。しかしながら、これは、原告

らの間では、本件ゴルフ場の営業権の対価は後払いとする旨の合意が成立していたからにす

ぎず、平成１６年契約書の中に、原告Ｂが原告Ａに対して賃料のほかに純利益の１５％を支

払う旨の規定があるのは、本件ゴルフ場の営業権の後払いの合意が成立していたことを示し

ている。 

エ 原告Ｂが、確定申告書に添付した決算書類の中で、本件ゴルフ場の営業権の価額を計上し

ていないことは被告が指摘するとおりである。しかしながら、これは、原告Ｂにおいて、本

件ゴルフ場の営業権の取得価額を計算することができなかったからにすぎず、決算書類に本

件ゴルフ場の営業権に関する記載がないからといって、原告らの間で本件ゴルフ場の営業権

の譲渡がされていないと認定することは誤りである。 
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【被告の主張の要旨】 

ア 後記イないしカによれば、平成１６年契約により、原告Ｂが原告Ａから本件ゴルフ場の営

業権を譲り受けたということはできず、原告Ｂは、原告Ａから賃借した本件ゴルフ場に係る

土地、建物及び施設を利用し、原告Ａの営業方針等に従うことを条件に、本件ゴルフ場の運

営をしていたにすぎない。したがって、本件基準日の時点で、本件ゴルフ場の営業権が原告

Ａから原告Ｂに移転していたわけではなく、原告Ａが原告Ｂに支払った本件金員は、本件ゴ

ルフ場の営業権の対価としての性質を有するものではないから、本件金員が原告Ａから原告

Ｂに対する寄附金に当たるとの判断に基づいてされた本件各処分は適法である。 

イ 平成１６年契約の際に原告らの間で取り交わされた平成１６年契約書の中には、譲渡の対

象、譲渡価額及び譲渡期日の定めなど、営業権の譲渡契約の本質的な要素となる内容を定め

た規定は存在しない。 

ウ 原告Ｂは、平成１６年契約締結後の事業年度に係る法人税等の確定申告をした際、確定申

告書に添付した貸借対照表において、資産の部に本件ゴルフ場の営業権を計上しておらず、

同じくこれら確定申告書に添付した損益計算書の中でも、本件ゴルフ場の営業権の減価償却

をしていない。このことは、平成１６年契約によって本件ゴルフ場の営業権が原告Ｂに移転

しておらず、原告Ｂ自身、平成１６年契約に基づいて、本件ゴルフ場の営業権を譲り受けた

という認識を有していなかったことを示している。 

エ 原告Ｂは、平成１６年契約締結後、原告Ａに対し、本件ゴルフ場の営業権の対価を一切支

払っていない。なお、原告Ｂは、平成１７年３月期ないし平成２０年３月期の各事業年度に

おいて、原告Ａに対し、それぞれ５０００万円を超える金員を支払っているが、原告Ｂは、

これらの金員を「地代家賃」勘定に計上し、原告Ａも、「不動産賃貸料収入」に計上してい

るから、これらの金銭は、本件ゴルフ場の営業権の対価として支払われたものではない。 

オ 平成１６年契約は、平成１９年３月３１日に契約期間の満了により終了しているところ、

原告Ａは、平成１６年契約の終了に当たって、三重県鈴鹿県税事務所長（以下「鈴鹿県税事

務所長」という。）に対し、原告Ｂから原告Ａに対する平成１６年契約の終了通知を添付し

た上、本件ゴルフ場の利用税の特別徴収義務者を原告Ｂから原告Ａに変更する旨の申請をし

ている。原告らが主張するように、本件ゴルフ場の営業権が平成１６年契約によって原告Ａ

から原告Ｂに移転したのであるならば、契約期間の満了に伴って本件ゴルフ場の利用税の特

別徴収義務者を原告Ｂから原告Ａに変更する理由はない。 

カ 平成１６年契約によれば、原告Ｂは、本件ゴルフ場の営業に当たり、原告Ａの営業方針や

同社が定める規則を遵守すべき立場に置かれている。仮に、本件ゴルフ場の営業権が、原告

Ａから原告Ｂに譲渡されていたとするならば、原告Ｂが原告Ａの営業方針等を遵守して本件

ゴルフ場の運営をする必要はないから、平成１６年契約に上記のような定めが置かれていた

ということは、平成１６年契約の後も、本件ゴルフ場の営業権が、依然として原告Ａにあっ

たことを示している。 

（２）争点（１）②（平成１６年契約に基づいて原告Ｂが本件ゴルフ場の運営を続けたことにより、

本件基準日の時点で、原告Ｂに本件ゴルフ場の営業権が生じていたか否か。） 

【原告らの主張の要旨】 

ア 仮に、本件ゴルフ場の営業権が平成１６年契約によって原告Ａから原告Ｂに譲渡されたと

いうことができないとしても、後記イないしエによれば、原告Ｂが平成１６年契約に基づい
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て本件ゴルフ場の運営を続けた結果、本件基準日の時点では、原告Ｂに本件ゴルフ場の営業

権が生じていたというべきであるから、原告Ａが原告Ｂに対して平成２０年９月１日付け契

約に基づいて本件ゴルフ場の営業権の対価に相当する本件金員を支払ったことには合理的

な理由がある。したがって、本件金員は、法人税法３７条７項所定の寄附金ではないから、

その全額につき損金算入が認められるべきである。 

イ 原告Ｂが本件ゴルフ場の運営を続け、本件ゴルフ場の財産を維持・管理してきた結果、原

告Ａは、Ｅとの間で本件株式譲渡契約を締結し、２０億５０００万円という高値で本件ゴル

フ場を売却することができた。このことは、Ｅが外部機関に依頼して作成させた不動産評価

報告書（乙４５）において、本件ゴルフ場のコース管理上の問題点は「特になし」と記載さ

れていることなどからも裏付けられる。このように、原告Ｂによる本件ゴルフ場の営業の継

続という不断の努力によって、上記のとおり、本件ゴルフ場を高額で譲渡する機会を掴むこ

とができたのであるから、その差益を本件ゴルフ場の営業主体であった原告Ｂが取得するこ

とには経済的合理性があり、原告Ｂと原告Ａとの間の実質的公平を図る観点からも、本件各

確定申告の取扱いには十分な合理性がある。これに対して、被告の主張を前提とすると、本

件ゴルフ場を売却したことによる利益を原告Ａのみに取得させる結果になるが、そのような

被告の主張に立った場合の結論が不合理なものであることは明らかである。 

ウ ゴルフ場事業の価値（ゴルフ場ののれん代やゴルフコース）は、買手が出現するかどうか

という需給関係の変化に応じ、有利な売却時期まで営業を繋ぐという努力によって生まれる

ものであるところ、本件では、平成１６年４月から平成２０年１月までの間、原告Ｂの下で

本件ゴルフ場の事業が継続され、その間、原告Ｂによってゴルフコースの整備等が行われた

ために、一且消滅した本件ゴルフ場の価値が復活し、それを原告Ｂが原告Ａに譲渡したもの

ととらえるべきである。したがって、原告Ｂが原告Ａに譲渡したのは、原告Ｂが平成１６年

契約に基づいて本件ゴルフ場を運営する中で付加・復活させた価値を含む複合的な資産であ

ったということができる。 

エ Ｅが採用した不動産評価報告書（乙４５）には、ＤＣＦ（ディスカウントキャッシュフロ

ー）法による評価額は１５億４０００万円と記載されており、Ｅが社内決裁用に作成した

「【第２号議案】Ｄ取得の件」と題する文書（乙３５・別紙１）の中にも「のれん概算額」

は５億３１００万円との記載がある。そして、本件株式譲渡代金である２０億５０００万円

は、原告らが有していた土地建物などの所有権、借地権及び有体動産の時価額を遥かに超え

るものであるから、本件ゴルフ場の土地、建物及び有体動産のみならず、原告Ｂが有してい

た経営基盤としての経済価値を含む対価としてとらえられるべきものである。 

【被告の主張の要旨】 

ア 赤字企業においては、過去に各種の試験研究や販路拡張等のために支出した資金が個別に

工業所有権等の具体的な権利に転化している場合は別として、超過収益力の要因となる多様

な諸条件（企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取

引関係の存在並びにそれらの独占性等）が明確に認められ、かつ、既存の当該営業部門を譲

り受けることによる見積り収益と新たに同種営業部門を創設することによる平均収益とを

比較して、前者の見積り収益が後者の平均収益を上回り有利であると合理的に予測できる場

合に限って、この超過収益力を資本還元したものを営業権と解することになる。後記イ及び

ウによれば、原告Ｂに上記の意味での営業権が生じていたということはできないから、本件
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金員は、本件ゴルフ場の営業権の対価として支払われたものであるということはできない。 

イ 本件ゴルフ場の開業費用は、原告Ａが支出したものであり、原告Ｂが本件ゴルフ場の管理

諸費、緑化管理費及び修繕費として一旦負担した費用も、原告Ａの未払金とされており、同

社において負担する費用とされていた上、平成１７年３月期ないし平成２０年３月期の確定

申告書に添付された原告Ｂの貸借対照表には、本件金員と同額又はこれに近い額の工業所有

権その他の具体的な権利は、一切計上されていない。 

ウ 原告Ｂは、平成１６年４月１日以降、赤字経営が常態化していたから、平成２０年９月１

日付け契約の中で営業譲渡の基準日とされた平成２０年９月３０日までの間に、本件ゴルフ

場について、前記アで指摘した「長年にわたる伝統や社会的信用」が築かれていたとは到底

認められない。また、本件ゴルフ場は、原告Ａの所有地又は同社が賃貸借契約に基づき賃借

している借地であって、原告Ｂが本件ゴルフ場の立地条件に関して独自の利益を保有してい

るわけではない。さらに、本件ゴルフ場の最も主要かつ重要な取引先である本件会員は、原

告Ａと契約関係にあり、原告Ｂとの間に特別な取引関係が存在したわけではない。これらの

事情に照らすと、原告Ｂには、超過収益力の要因となる諸条件があるとはいえない。そして、

原告Ｂから本件ゴルフ場を譲り受けることによる収益を見積もることは困難である上、当該

見積り収益が新たに本件ゴルフ場を経営することによって得られる平均収益を上回るとの

合理的な予測ができるものでもない。したがって、いずれにしても、原告Ｂに企業会計上の

「のれん」に当たる営業権は発生していなかったというほかはない。 

（３）争点（２）（本件基準日の時点で、原告Ｂが本件ゴルフ場の営業権を有していなかった場合、

本件金員の全部又は一部を原告Ａではなく原告Ｂが取得することに合理的な理由があると認

められるか否か。） 

【原告らの主張の要旨】 

ア 本件ゴルフ場が売却された平成２１年３月期の法人税の確定申告に際して、原告Ａが損金

算入することのできる売上原価には、有体・無体財産の取得対価だけではなく、合理的な理

由のある支払も含まれるものと解すべきところ、後記イないしオのとおり、原告Ａが原告Ｂ

に本件金員を支払ったことには合理的な理由があるということができるから、これを看過し

てされた本件各処分はいずれも違法である。 

イ 平成２０年９月１日付け契約が締結された平成２０年９月１日時点で、原告Ｂは、平成１

９年４月１日をもって契約期間が更新された平成１６年契約に基づいて本件ゴルフ場を構

成する土地、建物、ゴルフコースに関する賃借権ないし転借権を有していたところ、原告Ａ

としては、原告Ｂが有するこれら賃借権等を解消しなければ、Ｅに本件ゴルフ場を売却する

ことはできなかった。このような状況の下で、原告Ａが原告Ｂに対して、立退料的代償措置

分として一定の経済的給付を行い、原告Ｂとの間の賃貸借契約の解消を図ったことには合理

性がある。そして、このような賃借人に対する立退料の支払は、社会において広く行われて

いる現象であって、賃貸借契約の解消の代償としての金銭の給付は、対価性のない寄附行為

ではなく、対価性のある支出というべきである。そして、原告Ａにとって、原告Ｂとの間の

賃貸借契約を解消することが本件ゴルフ場をＥに売却するために必要不可欠な行為であっ

たから、原告Ｂとの間の賃貸借契約を解消するために必要であった原告Ｂに対する経済的支

出は、原告Ａが取得した本件ゴルフ場の売却による益金の売上原価と認定されるべきである。 

ウ 原告Ｂは、平成１６年４月１日から本件ゴルフ場が閉鎖された平成２０年２月１日までの
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３年１０か月間にわたり、月額７００万円、総額で３億２２００万円の価値に相当する業務

を負担した。これら総額３億円を超える原告Ｂの本件ゴルフ場に対する貢献があったため、

本件ゴルフ場は、Ｅに対して売却することのできるゴルフ場としてその価値が維持されてき

たということができるのであって、仮に、原告Ｂの上記貢献がなければ、本件ゴルフ場は、

ゴルフ場として機能することができない状態に陥り、Ｅに売却することもできなかったこと

は明らかである。このような原告Ｂの長年にわたる本件ゴルフ場の維持管理の結果として、

本件基準日の時点で、本件ゴルフ場の資産価値が維持・増進されていたのであるから、それ

が被告のいう営業権に当たらないとしても、Ｅから原告Ａに支払われた本件株式譲渡代金の

うち、その価値相当分については、原告Ｂに取得させるべきである。 

エ 原告Ｂは、会員から払い込まれた預託金に頼っていた従来のゴルフ場の経営スタイルから

脱却し、当時のゴルフ場の利用料金としては破格の料金体系を打ち出して集客を図るなどし

て、本件ゴルフ場に新たなビジネスモデルを導入した。また、ゴルフコースの維持・管理を

少数の従業員で自ら行ったことも、低コストと高品質の両面の実現を可能とした。これら平

成１６年契約締結以降の原告Ｂの独自の経営努力によって、原告Ａが経営していた当時とは

異なる、新たな客層を対象としたゴルフ場サービスが確立され、それは、一定の軌道に乗り

つつあった。このように、平成１６年契約締結以降の原告Ｂによる本件ゴルフ場経営におけ

る不断の努力により、本件基準日の時点において、顧客や従業員を抱えたゴルフ場という社

会的存在感に伴うのれん的な価値が生まれていたのであるから、それが被告のいう営業権に

当たらないとしても、Ｅから原告Ａに支払われた本件株式譲渡代金のうち、上記価値に相当

する分について原告Ｂに取得させることには経済的合理性がある。 

オ 原告Ａに対して民事再生手続が開始された平成１３年の時点では、本件ゴルフ場につき、

ゴルフコースの価値は認められなかったのに対し、Ｅが本件ゴルフ場を買収した際に使用さ

れた不動産評価報告書（乙４１）においては、ゴルフコースの価値は８億４７２０万円と算

定されており、ゴルフコースについて経済的価値が生じるに至っている。原告Ｂが平成１６

年契約に基づき原告Ａから事業主体の移行を受けて本件ゴルフ場の営業を継続したことに

より、過去にはゴルフ場の底地としての価値しかなかった本件ゴルフ場を高値で売却する機

会をとらえることができたのであるから、それが被告のいう営業権に当たらないとしても、

Ｅから原告Ａに支払われた本件株式譲渡代金のうち、その機会利益相当分について原告Ｂに

取得させることには経済的合理性がある。 

【被告の主張の要旨】 

ア 後記イないしエによれば、原告ＡがＥから支払を受けた本件株式譲渡代金のうち、本件金

員の全部又は一部を原告Ｂに取得させることに経済的な合理性はなく、本件金員は、原告Ａ

の原告Ｂに対する寄附金に該当する。 

イ 原告Ｂは、平成１６年契約に基づき、原告Ａに対し、自己の負担で本件ゴルフ場を使用及

び維持管理する義務や、契約終了時には本件ゴルフ場の原状を回復する義務を負っていたに

すぎず、ゴルフコースを含む本件ゴルフ場の資産価値が原告Ｂの維持管理によって増加した

という事実もない。原告Ｂが本件ゴルフ場を維持管理することは当然の義務であるから、本

件ゴルフ場が２０億５０００万円でＥに売却されたからといって、原告Ａが原告Ｂに対して

本件金員を支払う必要はないことは明らかである。 

ウ 本件株式譲渡契約の締結交渉に関与したＥの担当者である戊（以下「戊」という。）の供
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述によれば、本件株式譲渡代金の金額は、Ｅが同社の有するゴルフ場運営のノウハウの下で

見込まれる収益性を根拠に算定したものであって、これに含まれるものは、純粋に本件ゴル

フ場の土地、建物及び備品といった有形固定資産の価値であり、原告Ｂが保有していた経営

基盤の経済価値などというものは一切含まれていない。 

エ 本件各確定申告では、原告Ａは、平成２１年３月期において、本件金員を営業権償却費と

して損金の額に算入し、一方、原告Ｂは、平成２１年３月期において本件金員を益金の額に

算入したものの、同期に欠損金約９億５０００万円があったため、同欠損金全額に係る所得

控除を受けることが可能となった。その結果、原告らは、原告Ａが原告Ｂに対して本件金員

を支払わなかった場合と比較して約９億５０００万円もの所得に係る法人税額が減少する

という恩恵を被ることになった。そうすると、原告Ａが原告Ｂに対して対価性のない本件金

員を支払ったのは、原告ら全体の法人税の圧縮を図るためであったと考えるほかはない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

 前記前提事実に、掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。 

（１）原告ら 

ア 原告Ａは、ゴルフ場、スポーツ施設の設計、施工及びその経営等を目的として昭和６１年

７月●日に設立された株式会社（法人税法２条１０号の同族会社）である。（甲１９、２３、

乙１、４、弁論の全趣旨） 

イ 原告Ｂは、生コンクリートの製造・販売等を目的として昭和５９年１１月●日に設立され

た株式会社（法人税法２条１０号の同族会社）であり、平成１２年１１月に事業目的として

ゴルフ場の設計・施工及びその経営管理を追加し、同月１５日に旧商号である「Ｃ株式会社」

から現商号である「株式会社Ｂ」に商号を変更した。（乙３、５、証人丙、弁論の全趣旨） 

ウ 原告Ａの代表取締役は、①昭和６１年の設立時から平成１５年６月３日までは甲、②同日

から平成１６年１２月１５日まではＧ（以下「Ｇ」という。）、③同日から平成１８年１月１

７日まではＨ（以下「Ｈ」という。）が務め、その後、④同日から現在まで、再び甲が務め

ている。（甲１９、乙４、８、弁論の全趣旨） 

エ 原告Ｂの代表取締役は、①昭和５９年の設立時から平成１２年６月２９日までは甲、②同

日から平成２１年３月２１日までは甲の義妹である丙（以下「丙」という。）、③同日から平

成２２年５月２７日まではＨが務め、その後、④同日から現在まで、再び甲が務めている。

なお、甲は、平成２０年５月２４日から平成２１年３月２１日までの間は、原告Ｂの取締役

を務めていた。（甲１９、２４、２９、乙５、証人丙、弁論の全趣旨） 

オ 原告らは、平成２１年３月期及び平成２２年３月期の法人税の所得金額の算定に当たり、

取引によって生じる消費税等について、消費税等の額と当該消費税等が生じる取引の対価の

額とを区分して経理する税抜経理方式を採用していた。（弁論の全趣旨） 

（２）本件ゴルフ場等の開場に至る経緯等 

ア 本件ゴルフ場は、三重県鈴鹿市内にある敷地総面積●●㎡（原告Ａ所有地●●㎡及び原告

Ａを借地人とする借地●●㎡を合計したもの）、１８ホール（パー７２）の預託金会員制の

ゴルフ場であり、ゴルフコース、クラブハウス、管理棟、スタートハウス、練習場、駐車場、

社員寮及びコース売店などから成る。本件ゴルフ場のゴルフコースの設計・監修には、著名

なプロゴルファーであるＩが関与した。（甲２３、２４、４７、５０ないし５２、乙６、２
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９、４５、５１、証人丙、弁論の全趣旨） 

イ 原告Ｂは、昭和６０年頃、本件ゴルフ場の建設のための初期投資を開始した。その後、昭

和６１年に本件ゴルフ場の運営会社となることを目的として原告Ａが設立され、後記エのと

おり本件会員から原告Ａに預託金の払込みがされるようになった後は、原告Ａに対して本件

ゴルフ場の開発事業を承継した。なお、原告Ｂが本件ゴルフ場の初期投資のために支出した

費用は、原告Ａの原告Ｂに対する未払金や長期借入金として計上され、本件会員から原告Ａ

に払い込まれた預託金の中から弁済された。（甲７、乙５、８、原告ら代表者、弁論の全趣

旨） 

ウ 原告Ａは、昭和６２年１０月３０日、三重県知事から、森林法に基づく開発行為の許可を

受けた。これを受けて、原告Ａは、昭和６３年２月に本件ゴルフ場の造成工事等に着手し、

本件ゴルフ場は平成２年５月●日にオープンした。本件ゴルフ場のオープン後、原告Ａが本

件ゴルフ場の運営を行い、原告Ｂがゴルフコースの増設改良工事等を担うなどしていたが、

平成４年１０月からは、原告Ｂが本件ゴルフ場の管理業務を担った。（甲６、７、２３、２

４、２６、乙８、２１、３５、４５、証人丙、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

エ 原告Ａは、昭和６２年１１月から平成２年１１月までの間、本件ゴルフ場の会員を新規に

募集した。募集の結果、８３４名が会員となり、これら会員から原告Ａに対して払い込まれ

た預託金は総額で１６３億円に上った。原告Ａは、預託金を使用して本件ゴルフ場の開発を

進め、前記ウのとおり、平成２年５月●日に本件ゴルフ場をオープンさせた。なお、本件ゴ

ルフ場の敷地は、原告Ａの所有地と借地から成るところ、これら借地の賃貸借契約の当事者

（賃借人）は全て原告Ａであり、本件基準日時点でも、この状況に変わりはなかった。（甲

７、乙２３、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

（３）原告らの間で締結された平成１１年契約の内容等 

ア 原告Ａでは、前記（２）エの会員募集から１０年が経過して預託金の償還時期を迎えた平

成１０年頃から、預託金の返還を求める会員が増加し、これに応じるための資金繰りに追わ

れるようになった。そこで、原告らは、原告Ａが原告Ｂに本件ゴルフ場の施設や設備等を賃

貸し、原告Ａに代わって原告Ｂが主体となって本件ゴルフ場を運営することによって、これ

に対処することとし、平成１１年４月１日付けで、本件ゴルフ場の建物、施設及びその管理

に関する契約（平成１１年契約）を締結した。（甲１、７、２３、２４、２６、乙４５、証

人丙、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

イ 原告らが取り交わした平成１１年契約書（甲１）は、当時の原告らの顧問弁護士に作成を

依頼したものであり、その中には概要、以下の記載がある。なお、前記（１）ウ及びエのと

おり、平成１１年契約が締結された平成１１年４月１日当時、原告らの代表取締役はいずれ

も甲が務めており、平成１１年契約書にも、原告ら双方の代表取締役として甲の名が記され

ていた。（甲１、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

１条（目的） 

１項 原告Ａは、原告Ｂに対し、本件ゴルフ場内の全ての建物、施設を賃貸し、原告Ｂは、

これを賃借する。 

２項 原告Ｂは、本件ゴルフ場内の全ての建物、施設を営業の目的で使用し、原告Ｂの責

任・負担において維持管理するものとする。 

２条（営業方針） 
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 原告Ｂは、営業に当たっては、原告Ａと相談し、原告Ａの営業方針に従うものとする。 

３条（設備及び什器、備品、管理車両等） 

１項 原告Ａは、本件ゴルフ場内の土地、建物（建物附属施設及び構築物を含む。以下同

じ。）を除く全ての設備、什器、備品、事務用品、営業目的の車両等、ゴルフ場の維

持管理及びゴルフ場の運営のために必要な全ての物を、原告Ｂの営業、コース維持管

理の目的のために使用することを条件に契約１年後その時点の簿価で売却する。また、

契約時よりの１年間は、有償貸与とする。 

２項 原告Ａは、平成１１年３月時点において、既に償却済みの上記の物については、原

告Ｂに無償で譲渡する。 

３項 前記１項、２項の物品の維持管理及び新たな今後の補充については、原告Ｂの責

任・負担において行うものとする。 

４条（契約期間） 

 契約期間は平成１１年４月１日から平成１６年３月３１日までの５年間とする。ただし、

期間満了３か月前までに、原告Ａ、原告Ｂのいずれかから意思表示がないときは、契約期間

を更に５年間自動的に延長するものとし、以後も同様とする。 

５条（賃料・施設使用料） 

 原告Ｂは、原告Ａに対し、土地、建物、ゴルフコース施設の使用料として、下記の合算金

額を支払うものとする。 

１号 建物（建物附属設備及び構築物を含む。）の平成１１年３月時点の簿価を基準価格

とし、法定耐用年数から経過後１０年を差し引いた年数の償却率（定額法）を乗じて

算出した償却相当額。ただし、契約時よりの１年間は設備、什器、備品、車両も同様

とする。 

２号 土地、建物等にかかわる固定資産税相当額 

３号 コース借地にかかわる賃貸料実費相当額 

４号 毎年４月１日から翌年３月３１日までを１年間として、ゴルフ場の総売上高より諸

経費を除いた純利益の１５％ 

９条（費用負担） 

１項 原告Ｂが本施設内で使用する電気料金、水道料金、ガス料金及び燃料については原

告Ｂの負担とする。 

２項 本建物及び本施設に課せられる公租公課は原告Ａの負担とする。 

３項 原告Ｂの営業及び維持管理に必要な人材、機材、部品、肥料、薬品等の全ての諸費

用は原告Ｂの負担とする。 

１０条（従業員の勤務） 

１項 原告Ｂは、本建物、施設で営業、維持管理に従事する従業員については、原告Ａの

定める規則を自己の責任において遵守させるものとする。 

２項 （略） 

１１条（保守、保全、点検、損害賠償） 

１項 原告Ｂは、本建物及び本施設を本契約の趣旨に則り善良なる管理者の注意をもって

使用及び維持管理しなければならない。 

２項～４項 （略） 
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１４条（原状回復義務） 

１項 本契約が終了した場合、原告Ｂは、契約終了の日より３０日以内に自らの費用によ

り設置した自己の所有物を自己の責任において撤去し、建物を原状に回復して原告Ａ

に明け渡さなければならない。 

２項 原告Ｂが前項規定の期間内に本物件及び本施設を原状に回復しない場合、原告Ａは

原告Ｂに代わって原告Ｂの費用によりこれを原状に回復することができる。この場合、

撤去した原告Ｂの所有物の保管については原告Ａはその責めに任じないものとする。 

１５条（契約終了に伴う損害の補償） 

 期間満了、不可抗力による契約の終了等、原告Ａ又は原告Ｂの責めに帰すことのできない

事由により契約が終了したときは、原告Ｂは、原告Ａに対し、立退料、営業補償等、名目の

如何を問わず、金銭の支払その他の行為を請求することはできない。 

ウ 原告Ｂは、平成１１年契約締結後、同契約に基づき、原告Ａに代わって、本件ゴルフ場の

運営を行った。（弁論の全趣旨） 

（４）原告Ａに対する再生手続の経緯等 

ア 原告Ａは、前記（３）アのとおり、会員からの預託金返還請求の増加に対応するため、平

成１２年１月１６日に開催された本件会員を構成員とする臨時総会において、総会員の過半

数の同意を得て預託金の償還時期を１０年間延長する旨の決議をするという措置を講じた

が、同年１２月１４日、預託金返還請求訴訟で勝訴した会員から、破産手続開始の申立てが

されるに至った。そこで、原告Ａは、当時の顧問弁護士とも相談の上、これに対抗して民事

再生法に基づく再生手続開始の申立てをすることにした。原告らは、その前提として、本件

ゴルフ場の運営主体を原告Ａに戻すため、顧問弁護士の指示の下、原告Ｂ作成に係る平成１

３年５月１７日付け「契約解除通知書」と題する書面（甲２５）を同原告から原告Ａに宛て

て内容証明郵便として送付し、これによって平成１１年契約を合意解約した。（甲６、７、

２３ないし２５、乙２３、証人丙、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

イ 原告Ａは、平成１３年１２月●日付けで、名古屋地裁に対し、民事再生法２１条１項に基

づく再生手続開始の申立てをした。これを受けて、名古屋地裁は、同月６日、同法５４条１

項に基づき、監督委員による監督を命ずる処分をし、監督委員としてＪ弁護士（以下「Ｊ弁

護士」という。）を選任した。この原告Ａの再生手続開始の申立てには、かねてから同社の

顧問弁護士を務めていたＫ弁護士（以下「Ｋ弁護士」という。）が関与した。（甲７、乙４の

２、８、３９、弁論の全趣旨） 

ウ Ｊ弁護士は、平成１４年１月１１日付けで、名古屋地裁に対し、原告Ａに対して再生手続

を開始することの可否に関する意見等を記載した報告書（乙２１）を提出した。同報告書に

は、Ｌ公認会計士（以下「Ｌ公認会計士」という。）作成に係る調査報告書が添付された上、

①原告Ａでは、平成３年３月期以降、営業損失の状態が続いていたこと、②原告Ａについて、

否認対象行為などの違法行為は確認されなかったが、原告Ｂとの関係では、平成１１年３月

３１日に簿外とされていた原告Ｂからの長期借入金２５億円余が計上されるといった不明

瞭な会計処理がされており、原告Ａに対してこれらの処理の適否を判定するための資料の提

出を求めたが、資料の積極的な開示は行われなかったことなどが記載されていた。また、Ｌ

公認会計士作成に係る調査報告書には、原告Ａは、平成１３年３月３１日時点で、原告Ｂに

対して３億２５６９万１５７５円の債務を負っている旨が記載されていた。（乙２１、弁論
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の全趣旨） 

エ 原告Ａは、平成１４年１月●日午前１０時、民事再生法３３条１項に基づく再生手続開始

の決定を受けた。その後、原告Ａは、同法１７４条１項所定の再生計画認可の決定を受け、

同決定は平成１５年２月●日に確定した。次いで、同年３月３１日には、再生計画に基づく

配当が実施された。（甲１９、乙４の２、証人丙、弁論の全趣旨） 

（５）原告らの間で取り交わされた平成１６年契約書の内容等 

ア 原告らは、平成１６年４月１日付けで、平成１６年契約書（甲２）を取り交わし、平成１

６年契約を締結した。平成１６年契約書の概要は、別紙２「平成１６年契約書の概要」記載

のとおりであり、これを平成１１年契約書と比較すると、①平成１１年契約書には、原告Ａ

が、原告Ｂに対し、本件ゴルフ場の維持管理及び運営に必要な全ての物（ただし、本件ゴル

フ場内の土地及び建物を除く）を契約締結から１年後の簿価で売却し、契約締結から１年間

は有償貸与とする旨の条項（３条）があったのに対し、平成１６年契約書には、これに対応

する条項が存在しないこと、②平成１１年契約書では、契約期間は５年とし、期間満了３か

月前までに意思表示がなければ５年間延長するとされていたのに対し、平成１６年契約書で

は、契約期間は３年とし、期間満了３か月前までに意思表示がなければ３年間延長するとさ

れていたこと等の相違点はあったものの、そのほかは、平成１１年契約書とほぼ同じ内容で

あった。（甲１、２、２４、２６、証人丙、原告ら代表者） 

イ 平成１６年契約が締結された平成１６年４月１日当時、原告Ａの代表取締役はＧが務めて

いたが、業務執行の実質的な決定権限は甲にあり、平成１６年契約書の原告Ａの代表取締役

欄には甲の名が記されていた。また、原告Ｂの代表取締役は甲の義妹である丙が務めており、

平成１６年契約書には、原告Ｂの代表取締役として丙の名が記されていた。（甲２、証人丙、

原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

（６）平成１６年契約締結後の状況等 

ア 本件ゴルフ場は、平成１６年契約が締結された平成１６年４月１日以降、原告Ｂによって

運営され、同原告の決算書類上、本件ゴルフ場のゴルフプレー代金等の営業収入は、同原告

の売上げとして計上され、本件ゴルフ場の維持管理のための各種の費用は、同原告によって

支出された。また、原告Ｂは、同年６月１５日、鈴鹿県税事務所長に対して「経営開始又は

変更年月日」を「平成１６年６月１日」と記載した「ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録（変

更）申請書」（乙１１）を提出し、本件ゴルフ場のゴルフ場利用税特別徴収義務者を原告Ａ

から原告Ｂに変更する旨の登録申請をした。（甲１３、３０ないし５６、乙１１、弁論の全

趣旨） 

イ 原告Ａに対する民事再生手続は、平成１６年契約が締結された平成１６年４月１日から約

８か月後の同年１１月●日に終結した。（甲２、１９、弁論の全趣旨） 

ウ 平成１６年契約締結後における本件ゴルフ場の営業日数は、平成１７年３月期には２８３

日であったが、平成１８年３月期は１３２日、平成１９年３月期は２０４日にとどまる。年

間来場者数についても、平成１７年３月期は３万０５７５人であったが、平成１８年３月期

は８７４４人、平成１９年３月期は１万００７９人であった。平成１８年３月期に営業日数

と来場者数が大幅に減少しているのは、平成１８年３月期中に実施された営業方針の転換の

結果、原則として、土曜・日曜及び祝祭日のみ通常営業することとし、平日については、事

前の予約が６組以上ある場合にのみ営業することになったことによるものである。（甲９、
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乙８、３５、４５、弁論の全趣旨） 

エ 原告らの平成１７年３月期ないし平成２０年３月期の決算状況は、別紙６「原告らの営業

状況」記載のとおりである。このうち、原告Ｂは、平成１７年３月期には４８６８万９７５

１円、平成１８年３月期には７２８８万５６２４円、平成１９年３月期には１億１２３６万

２１９７円、平成２０年３月期には４７５５万７３５２円の営業損失をそれぞれ計上してお

り、これら４事業年度の営業損失の合計は３億４３１９万９４３４円に上る。なお、当該事

業年度中に本件ゴルフ場が閉鎖された平成２１年３月期においては、原告Ｂの売上高は３７

２万９２１４円、営業損失は５９３８万５９５１円であった。（甲１４、１５、弁論の全趣

旨） 

オ 平成１６年契約の契約期間は、前記（５）アのとおり、平成１６年４月１日から平成１９

年３月３１日までの３年間とされ、期間満了３か月前までに、原告らのいずれかからも意思

表示がないときは、契約期間は更に３年間自動的に延長されることになっていたところ、原

告Ｂは、期間満了の日（平成１９年３月３１日）より３か月以上前である平成１８年１２月

３０日付けで、原告Ａに対して「Ａ株式会社と株式会社Ｂが、平成１６年４月１日に締結し

たＤの賃貸借契約は、平成１９年３月３１日で契約期間満了につき、契約を終了いたしま

す。」と記載した代表者丙名義の通知書（乙１２・２枚目。以下「本件終了通知書」という。）

を送付し、平成１６年契約を終了させる旨の意思表示をした。その後、原告Ａは、平成１９

年４月９日、鈴鹿県税事務所長に対し、本件終了通知書を添付した上で、「経営開始又は変

更年月日」を「平成１９年４月１日」と記載した「ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録（変

更）申請書」（乙１２。以下「本件登録変更申請書」という。）を提出し、本件ゴルフ場のゴ

ルフ場利用税特別徴収義務者について、原告Ｂから原告Ａに変更する旨の登録申請をした。

（甲１３、乙１２、弁論の全趣旨） 

（７）原告ＡとＥとの間でされた平成２０年基本合意の内容等 

ア 甲は、遅くとも平成１９年頃から本件ゴルフ場の売却を検討するようになり、同年１０月

頃、本件ゴルフ場内にあるレストランの経営を委託していたＭ（以下「Ｍ」という。）の仲

介で、ゴルフ場の所有・運営を事業目的とするＥに対し、本件ゴルフ場の買収を打診した。

Ｅの担当者である戊は、Ｍから、本件ゴルフ場においては、入場者の減少を受けて、事前予

約が５組以下であると営業しない態勢が採られ、レストランも採算割れの状態であること等

を聞き、同月頃、実際に本件ゴルフ場を訪れた上で、平成２０年１月頃から、甲や原告Ａの

関与税理士である丁税理士らと買収交渉を進めた。その過程で、戊は、本件ゴルフ場の現状

や原告Ａの財務状況等の調査を進めたが、本件ゴルフ場には、会則では設置されているはず

の理事会が存在せず、本件会員についてもゴルフクラブの会員としての活動実績がないなど、

ゴルフクラブとしての機能が低下した状況にあった。また、原告Ａは、戊から、決算書に記

載されている負債について説明を求められても、これに応じず、過去の売上げ、原価、人件

費、経費等に関する資料や、本件ゴルフ場の土地に関する資料等も一切提示しなかった。そ

こで、Ｅは、原告Ａの財務状況等の詳細が明らかでない状況下で、不測のリスクを負うこと

を避けるため、原告Ａが新設分割によって新会社を設立し、本件ゴルフ場の運営に必要な全

ての資産を新会社に承継させた上で、新会社の全株式を原告Ａから取得するという方法で買

収を行うことにした。（甲８、９、２３、２４、２６、乙２８、４５、５０、証人戊、原告

ら代表者、弁論の全趣旨） 
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イ 原告ＡとＥは、平成２０年３月１８日付けで、本件ゴルフ場の買収に関する方針等を定め

た平成２０年基本合意をした。平成２０年基本合意は、前記アの方針どおり、原告Ａが新設

分割により新会社を設立し、本件ゴルフ場を運営する上で必要となる全ての資産を新会社に

承継させた上で、新会社の全株式をＥに譲渡し、Ｅから当該株式の対価の支払を受けること

等を内容とするものであり、平成２０年基本合意に係る合意書（甲３。以下「平成２０年基

本合意書」という。）の概要は、以下のとおりであった。（甲３、８、乙２８、５０、証人戊） 

１条（定義） 

１項 「本件対象会社」とは、原告Ａの完全子会社、原告Ａが本件ゴルフ場の事業を分社

型新設分割により設立する完全子会社をいう。 

２項～５項 （略） 

５条（株式の譲渡対価） 

１項 本件対象会社の発行済株式総数の全部の譲渡対価の総額は２０億５０００万円と

する。 

２項 前項の譲渡対価は、本件決裁時に全額を一括して支払うものとする。 

３項・４項 （略） 

６条（本決裁時における開始条件） 

１項 本件決裁時における実行の開始条件は、原告Ａが平成２０年基本合意上の譲渡人と

して次に定める事項の全義務の完全な履行をＥが確認したときとする。 

１号・２号 （略） 

３号 本件対象会社が本件ゴルフ場を保有・運営するために必要不可欠な諸権利（借地

権・登記・登録の伴う不動産所有権など）の全てについて分割する手続を了するこ

と。なお、原告Ａにおいて分割されない営業権が存在した場合であっても、原告Ａ

はＥに対して何らの請求権を有しないこと、第５条第１項に記載の金額（中略）以

外に一切の対価の請求はしないものとする。なお、会社分割時において原告Ａに営

業権が残存していても同様とする。 

４号・５号 （略） 

２項 （略） 

７条（本件ゴルフ場内のコースの管理及び運営委託） 

１項 原告Ａは、Ｅに対し、平成２０年基本合意に基づき、平成２０年基本合意書締結日

から本件決済時に至るまで本件ゴルフ場内のコースの管理業務及び運営を委託する。 

２項～４項 （略） 

５項 原告Ａは、Ｅに対し、平成２０年基本合意の締結後、本件ゴルフ場を占有使用して

施設の改装、修繕工事を行うことに異議を留めない。ただし、そのためにかかる経費

はＥの負担とする。 

６項・７項 （略） 

ウ 本件ゴルフ場は、平成２０年基本合意に至る前の平成２０年２月１日には、既に閉鎖され

ており、プレー代収入等の売上げはない状態となっていた。また、本件ゴルフ場は、前記ア

のとおり、戊が買収交渉開始前に現地確認を行った時点で、既に芝が相当傷み、改修工事の

必要な箇所が多数存在する状態であったことから、Ｅは、平成２０年基本合意に基づき改修

工事等の設備投資を実施したところ、Ｅが本件ゴルフ場のオープンまでに投資した金額は、
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構築物につき約２８００万円、機械装置につき約１５００万円、車両につき約１６００万円、

器具備品につき約８００万円、ゴルフコースの芝の張り替え等につき約７８００万円に上っ

た。（乙１３、３２、３５、３６、４７ないし５０、証人丙、証人戊、弁論の全趣旨） 

エ 平成２０年３月当時、本件ゴルフ場に勤務していた従業員は、正社員２名及びパート社員

のみであった。そのため、Ｅは、本件ゴルフ場を買収した後、従業員の確保が必要となり、

同年１０月の本件ゴルフ場のオープンまでに新たに１５名の従業員を雇用した。（乙３５） 

オ 原告Ａは、平成２０年５月１５日、本件ゴルフ場の売却を進めるため、臨時株主総会を開

催した。総会では、①原告Ａが新設分割の方法により新たにＦ社を設立し、本件ゴルフ場の

事業をＦ社に承継させること、②Ｆ社は分割に際して普通株式２００株を発行し、その全部

を原告Ａに割り当てることなどを内容とする分割計画案が承認された。次いで、原告Ａは、

平成２０年６月９日、鈴鹿県税事務所長に対し、休業の期間を「平成２０年２月１日から」、

休廃業の理由を「売却の為」と記載した休業届（乙１３）を提出した。（甲５、１９、乙７、

１０、１３） 

（８）平成２０年９月１日付け契約の内容等 

ア 原告らは、平成２０年９月１日付けで、「Ｄ営業譲渡契約書」と題する文書（平成２０年

９月１日付け契約書。甲４）を取り交わした。平成２０年９月１日付け契約書の作成日付当

時、原告Ａの代表取締役は甲が、原告Ｂの代表取締役は丙がそれぞれ務めていたところ、平

成２０年９月１日付け契約書は、原告らの顧問弁護士であるＫ弁護士から提示された契約書

のひな形を参考にして、丙が自ら手書きで作成したものであった。（甲４、１１、乙８、証

人丙、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

イ 平成２０年９月１日付け契約書には、概要、以下の記載がある。なお、平成２０年９月１

日付け契約書には４０万円分の収入印紙が貼付されていたが、これらの収入印紙は、その作

成日付である平成２０年９月１日から２か月以上経過した後の同年１１月２０日頃に購入

されたものである。（甲４、１１、証人丙、弁論の全趣旨） 

１条（営業譲渡の基準日） 

 本件営業譲渡の基準日を平成２０年９月３０日とする。 

２条（動産の売買） 

１項 原告Ｂは、原告Ａに対し、①機械装置、②車両運搬具及び③工具器具備品を売り渡

し、原告Ａはこれを買い受ける。 

２項 原告Ｂは、原告Ａに対し、営業譲渡基準日限り、上記動産を引き渡して所有権を移

転する。 

３条（営業権） 

１項 原告Ｂと原告Ａとの間で、本件ゴルフ場の営業権の価額（動産を含む。）が１４億

２０００万円であることに合意する。 

２項 原告Ｂは、原告Ａに対し、本件ゴルフ場の営業権を譲渡し、原告Ａは、これを引き

受ける。 

４条（債務の引受け） 

 原告Ａは、原告Ｂの負担する債務を引き受けない。 

５条（雇用の引継ぎ） 

 原告Ａは、原告Ｂの従業員の雇用を引き継がない。 
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６条（営業権の譲渡の対価） 

１項 原告Ｂと原告Ａとの間で、第２条ないし第３条の営業譲渡の対価を１４億２０００

万円と定める。 

２項 原告Ａは、原告Ｂに対し、前項の対価を平成２１年９月３０日までに支払う。 

ウ 原告Ａは、平成２０年１０月●日、新設分割の方法によりＦ社を設立した。Ｆ社は、同日、

新設分割の際に発行した本件株式全部を原告Ａに割り当てるとともに、原告Ａから、本件ゴ

ルフ場に係る土地、地上権、家屋・構築物、事業用資産（機械・器具、農耕具等、車両運搬

具、器具・備品）を承継した。（甲１９、乙３７、３８、証人戊） 

エ 原告ＡとＥは、平成２０年１０月１日付けで、原告ＡがＥに対して本件株式を２０億５０

００万円で譲渡すること等を内容とする平成２０年９月１日付け契約を締結した。原告Ａは、

同日、Ｅに対して本件株式を譲渡し、Ｅは、同日、原告Ａに対してその対価である２０億５

０００万円を支払った。（甲５、乙２９、原告ら代表者、弁論の全趣旨） 

オ Ｅは、ＤＣＦ法を用いて、平成２０年９月１日付け契約に基づく本件ゴルフ場の購入価格

を算出した。ＤＣＦ法とは、ある資産が将来生み出すものと考えられるキャッシュフローの

総合計額を現在価値に割り引くことによりその価格を算定するという資産の評価方法であ

るところ、Ｅは、同社が本件ゴルフ場を経営した場合にどの程度の収益が見込まれるかとい

う観点から本件ゴルフ場の現在価値を２０億５０００万円と算定し、これを本件株式の対価

とした。（甲８、乙２８、３５、５０、証人戊、弁論の全趣旨） 

カ 原告Ａは、本件株式譲渡契約締結後である平成２０年１０月１０日、鈴鹿県税事務所長に

対し、廃業年月日を「平成２０年９月３０日」、休廃業の理由を「売却の為」と記載した「休

廃業届」（乙１４）を提出した。他方、原告Ｂは、本件株式譲渡契約締結日以降、同様の休

廃業届を提出していない。（甲１０、１９、乙１４、弁論の全趣旨） 

（９）本件ゴルフ場に関する原告らの主な会計経理の内容等 

ア 法人税法２２条４項は、法人の各事業年度の販売費及び一般管理費等の額は、一般に公正

妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定し、その基準に該当

する企業会計原則注解（昭和５７年４月２０日大蔵省企業会計審議会）の注２５は、営業権

は、有償で譲受け又は合併によって取得したものに限り貸借対照表に計上し、毎期均等額以

上を償却しなければならない旨を定めている。原告Ｂの平成１７年３月期ないし平成２０年

３月期の法人税の各確定申告書ないし修正申告書（以下「確定申告書等」という。）に添付

された貸借対照表には、本件ゴルフ場の営業権は計上されておらず、同じく確定申告書等に

添付された損益計算書でも、本件ゴルフ場の営業権の額に係る減価償却費は計上されていな

い。その一方で、原告Ｂの平成２０年３月期の貸借対照表には、生コンクリートの製造・販

売に係る営業権の対価として支払ったとする１２１０万４１８３円が営業権として計上さ

れていた。（甲８、１５、１９、乙８、２２、弁論の全趣旨） 

イ 原告Ａは、平成１６年契約に基づき、原告Ｂから、平成１７年３月期につき５４５３万３

０４５円、平成１８年３月期につき５７５５万７６４９円、平成１９年３月期につき５１４

０万２５３２円を受領し、当該各事業年度の法人税の確定申告書に添付された損益計算書の

「不動産賃貸料収入」勘定（ただし、平成１７年３月期は「売上高」勘定）にそれぞれ計上

した。他方、原告Ｂは、上記各事業年度の法人税の確定申告書に添付された損益計算書にお

いて、原告Ａに支払った上記各金員につき「地代家賃」勘定（ただし、平成１９年３月期に
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おいては、金額の一部につき「租税公課」勘定）にそれぞれ計上していずれも損金に算入し、

地代家賃の内訳書の「借地（借家）物件の用途」欄には「ゴルフ場施設一式」と記載した。

また、原告Ａの総勘定元帳によれば、原告Ａは、本件ゴルフ場が閉鎖された日以降の日を含

む平成２０年３月期にも、原告Ｂから５２６３万３２０８円のゴルフ場賃料を受領したもの

とされているところ、その多くは、原告Ａが原告Ｂに対して有する仮払金と相殺する形が採

られていた。なお、平成１６年契約締結後、原告Ｂが、原告Ａに対し、本件ゴルフ場の営業

権の対価の名目で金銭その他の資産の譲渡又は経済的な利益の供与をしたことはないこと

については当事者間に争いがない。（甲１９、乙１５、１６、弁論の全趣旨） 

ウ 原告Ａは、平成２０年１０月１日、原告Ｂに対し、平成２０年９月１日付け契約に基づき、

Ｅから支払を受けた本件株式譲渡代金（２０億５０００万円）の中から、平成２０年９月１

日付け契約において本件ゴルフ場の営業権の価額（動産を含む。）とされた１４億２０００

万円のうちの１０億円を支払い、残りの４億２０００万円については、平成２１年３月期の

確定申告書に添付した貸借対照表の「未払金」勘定に計上した。また、原告Ａは、平成２０

年１０月１日、上記１４億２０００万円から原告Ｂ所有に係る本件営業用動産の対価を控除

した１３億５９１２万６２５０円（本件金員）のうち、消費税等相当額（６４７２万０２９

８円）を差し引いた残金１２億９４４０万５９５２円を、一旦、総勘定元帳の「営業権」勘

定の借方に計上したが、同日、「営業権償却」勘定の借方に振り替え、本件原告Ａ確定申告

のうち、①法人税の確定申告においては「営業権償却」勘定に計上して損金の額に算入する

とともに、②消費税等の確定申告においては同額を消費税等の差引納付税額の計算上、課税

仕入れに係る支払対価の額として仕入税額控除を計算した。（甲１２、１４の５、１９、乙

１、２、８、１７、３１、弁論の全趣旨） 

エ 原告Ｂは、平成２０年１０月１日、前記ウの４億２０００万円を平成２１年３月期の確定

申告書に添付された貸借対照表上の「未収金」勘定に計上し、本件金員のうち消費税等相当

額（６４７２万０２９８円）を控除した１２億９４４０万５９５２円を、同損益計算書の「ゴ

ルフ場営業権譲渡収入」勘定に計上して益金の額に算入するとともに、上記消費税等相当額

を課税売上げの対象とした。なお、原告Ｂには、平成２１年３月期において約９億５０００

万円の欠損金があったため、上記益金１２億９４４０万５９５２円のうち上記欠損金相当額

が所得から控除された。（甲１５、１９、乙１９、弁論の全趣旨） 

オ 原告Ａは、平成２１年７月２１日、原告Ｂに対し、前記ウの４億２０００万円を支払った。

（甲１９、乙８、１８、弁論の全趣旨） 

（10）本件各処分に至る経緯等 

ア 原告Ａは、法定申告期限内である平成２１年６月１日、鈴鹿税務署長に対し、平成２１年

３月期の法人税及び平成２１年３月課税期間の消費税等に関して、別紙３の「課税の経緯（原

告Ａ）」の「確定申告」欄各記載のとおり、納付すべき法人税額を１８８万０７００円、納

付すべき消費税等は存在しないこと等を内容とする確定申告（本件原告Ａ確定申告）をした。

（乙１、２） 

イ 本件原告Ａ確定申告の中で、原告Ａは、原告Ｂに帰属する本件ゴルフ場の営業権及び原告

Ｂ所有の本件営業用動産の譲受けの対価として支払った合計１４億２０００万円から本件

営業用動産価額相当分を控除した１３億５９１２万６２５０円（本件金員）が本件ゴルフ場

の営業権の対価の額に当たるとして、法人税の所得の計算上、その消費税抜価額に当たる１
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２億９４４０万５９５２円を営業権償却費として損金の額に算入し、併せて、消費税等の差

引納付税額の計算上、課税仕入れの対象として仕入税額控除を計算した。（乙１、２、弁論

の全趣旨） 

ウ 原告Ｂは、法定申告期限内である平成２２年５月２７日、鈴鹿税務署長に対し、平成２２

年３月期の法人税に関して、別紙４の「課税の経緯（原告Ｂ）」の「確定申告」欄記載のと

おり、欠損金額を１８２８万０４０９円とし、納付すべき税額につきマイナス（還付金の額

に相当する税額）８３万９４３１円とすること等を内容とする確定申告（本件原告Ｂ確定申

告）をした。（乙３） 

エ 本件各確定申告に関与したＮ税理士法人のＯ税理士（以下「Ｏ税理士」という。）は、平

成２３年２月１５日、鈴鹿税務署の職員から質問を受けた際、①本件ゴルフ場の営業権の譲

渡対価を１４億２０００万円と算定したことについては、計算上の根拠はなく、税務申告の

委任を受けた甲から、原告Ｂが本件ゴルフ場の経営をしていたことを根拠に１４億２０００

万円が営業権の対価になるといわれたにすぎないこと、②甲からは、原告Ｂが本件ゴルフ場

を経営していたのであるから、本件株式譲渡代金について、原告Ａより多くの利益を取って

良いのだとの話がされ、税理士としては、その内訳を明らかにしたいと考えて確認を試みた

ものの、原告Ｂが取得する部分の内訳を明らかにすることはできなかったため、甲から言わ

れるままの金額で上記対価を計上することにしたことなどを回答した。 

 また、Ｏ税理士は、同年３月２日、鈴鹿税務署の職員から質問を受けた際にも、①甲から

言われるままに決算を組んだこと、②甲からは、税金を抑えたいとの話があり、税額の話を

すると、何度も、もう少し少なくならないのかという話をされたこと、③甲から、本件ゴル

フ場の営業権を１４億２０００万円と算定するよう指示され、数年営業しただけでこれだけ

の金額になることには疑問があったものの、甲に反論することはできなかったことなどを回

答した。（甲１２、１４の５、乙１、２、３１、弁論の全趣旨） 

オ 本件株式譲渡契約の締結交渉に関与していたＥの社員の戊は、平成２３年２月２５日、鈴

鹿税務署の職員から質問を受けた際、本件株式譲渡代金の内訳は土地・建物・備品であり、

飽くまで収益性を考慮しての金額であるため総体の金額しか出すことができず、原告Ａに対

しては、本件ゴルフ場にある土地・建物、備品に関する代金である旨説明したなどと回答し、

本件各処分後である平成２５年４月１５日に質問を受けた際にも、①本件ゴルフ場の状態に

照らし、Ｅとしては、本件ゴルフ場の事業を引き継いだとの認識はなく、土地・建物・備品

等のゴルフ場の事業用資産を引き継いだとの認識であること、②これまでＥが買収したゴル

フ場について、買収先の営業権を引き継いだことはないことなどを回答した。（甲８、乙２

８、３５） 

カ 甲は、平成２３年３月２５日、鈴鹿税務署の職員から質問を受けた際、「本件ゴルフ場の

営業権は原告Ｂにあると自分が決めたのであるから税務署に言われる理由はない。営業権が

原告Ａと原告Ｂのいずれにあるかは、全て自分の判断である。」、「平成１１年契約書につい

ては記憶にない。平成１６年契約書を作成したかについても記憶がないが、原告らの実質的

な権限は全て自らにあるから、どちらの会社でも同じである。」旨回答した。また、甲は、

平成１９年４月９日付けで本件ゴルフ場のゴルフ場利用税特別徴収義務者を原告Ｂから原

告Ａに変更する旨の届出をしたことについて、「当時、本件ゴルフ場は余り営業しておらず、

本件ゴルフ場を売却する気になり始めた頃だから、原告Ａに変更したのかもしれないが、本
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件ゴルフ場の営業権は原告Ｂにあるものと考えている。」旨回答した。 

 なお、甲は、原告ら代表者尋問の際にも、「Ｅから支払を受けた２０億５０００万円のう

ち、本件ゴルフ場の営業権の対価の金額を１４億２０００万円とすることを決めたのは自ら

であり、その根拠は、本件ゴルフ場に対する貢献度である。」、「２０億５０００万円のうち、

原告Ｂの取り分が１４億２０００万円、原告Ａの取り分が残り６億３０００万円としたのは、

両方とも自分が社長をしていたから、いくらでもよかった。」、「原告Ａの取り分を６億３０

００万円と決めたのには、全く理由はない。」旨供述した。（乙３０、原告ら代表者） 

（11）本件各処分の内容及び原告らの不服申立て等 

ア 鈴鹿税務署長は、平成２３年５月２４日、原告Ａが原告Ｂに対して本件ゴルフ場の営業権

の対価とした１２億９４４０万５９５２円（ただし、消費税抜価額）は、原告Ｂに営業権自

体が存在しないことから、原告Ａから原告Ｂに対する寄附金と認められ、営業権の償却費と

して計上した１２億９４４０万５９５２円は損金の額に算入されず、また、原告Ａが本件ゴ

ルフ場の営業権及び原告Ｂ所有の本件営業用動産の譲受けの対価として支払った合計１４

億２０００万円から本件営業用動産価額相当分を控除した１３億５９１２万６２５０円（本

件金員）のうち消費税等の額である６４７２万０２９８円は課税仕入れの対象にもならない

などとして、原告Ａに対し、別紙３「課税の経緯（原告Ａ）」の「更正等」欄各記載のとお

り、本件原告Ａ各処分をした。（甲１６、１７、１９） 

イ 鈴鹿税務署長は、平成２３年５月２４日、原告Ｂは平成２１年３月期の法人税の申告にお

いて本件ゴルフ場の営業権の対価として本件金員全額を損金の額に算入しているところ、本

件金員は、本件ゴルフ場の営業権が存在しないため、その全額が原告Ａからの寄附金に該当

し、これは単なる金銭の贈与であるから、その金額のうち未収金となっている金額は、平成

２１年３月期ではなく、実際にその金銭の交付を受けた平成２２年３月期の益金の額に算入

することになるので、本件原告Ｂ確定申告には受贈益の計上漏れがあるなどとして、別紙４

「課税の経緯（原告Ｂ）」の「更正等」欄記載のとおり、本件原告Ｂ各処分をした。（甲１８） 

ウ 原告Ａは、平成２３年７月１９日、本件原告Ａ各処分のうち法人税に係る部分につき審査

請求をし、次いで、同月２２日、消費税等に係る処分につき異議申立てをした。また、原告

Ｂは、同年７月１９日、本件原告Ｂ各処分につき審査請求をした。これら不服申立ての中で、

原告らは、鈴鹿税務署長が原告らに対してした本件各処分には、本件基準日の時点で原告Ｂ

に本件ゴルフ場の営業権が帰属していたにもかかわらず、事実を誤認してそれが存在しない

ものとして損金として算入することを認めなかった違法がある旨の主張をしていた。（甲１

９、２０、乙６ないし１０、弁論の全趣旨） 

２ 争点（１）①（原告Ｂは、平成１６年契約に基づき、原告Ａから、本件ゴルフ場の営業権を譲

り受けていたか否か。）について 

（１）原告らは、本件ゴルフ場の営業権は平成１６年契約によって原告Ａから原告Ｂに譲渡された

旨主張し、証人丙作成の陳述書（甲２４）及び同証人の証言並びに原告ら代表者作成の陳述書

（甲２６）及び同代表者尋問の結果中には、これに沿うかのような供述記載部分ないし供述部

分が存在する。 

（２）しかしながら、前記１で認定した事実によると、①平成１６年契約の際に原告らが取り交わ

した契約書（平成１６年契約書）の中には、譲渡の対象となる営業権の内容、譲渡の価額及び

譲渡の基準日など、営業権を譲渡した場合であれば通常は取り決められるはずである事柄を定
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めた条項が一切存在せず、むしろ「原告Ａは、原告Ｂに対し、本件ゴルフ場内の全ての建物、

施設を賃貸し、原告Ｂは、これを賃借する。」（１条１項）、「原告Ｂは、営業に当たっては、原

告Ａと相談し、原告Ａの営業方針に従うものとする。」（２条）、「原告Ｂは、本件ゴルフ場の建

物、施設で営業、維持管理に従事する従業員については、原告Ａの定める規則を自己の責任に

おいて遵守させるものとする。」（９条１項）など、本件ゴルフ場の営業権譲渡が行われたとい

う原告らの主張とはおよそ相容れない内容の条項が定められていたこと、②実際、原告Ｂは、

平成１６年契約の締結時に原告Ａに対して本件ゴルフ場の営業権の対価を支払っておらず、平

成１７年３月期ないし平成２０年３月期に原告Ｂが原告Ａに対して支払ったものとされてい

る毎期５０００万円程度の金員は、いずれも「地代家賃」勘定（原告Ｂ）ないし「不動産賃貸

料収入」（原告Ａ）に計上されており、営業権の後払いとしての決算処理もされていなかった

こと、③平成１６年契約締結後の平成１７年３月期ないし平成２０年３月期における確定申告

においても、原告Ｂは、これら各事業年度の貸借対照表の中で、本件ゴルフ場の営業権の価額

を計上しておらず、損益計算書でも、当該営業権の額に係る減価償却費を計上していなかった

こと、④原告Ａは、平成１６年契約で定められた契約期間の満了後に、鈴鹿県税事務所長に対

し、原告Ｂから原告Ａに対する平成１６年契約の終了通知を添付した上で、本件ゴルフ場の利

用税の特別徴収義務者を原告Ｂから原告Ａに変更する旨の申請をしているところ、原告らが主

張するように、原告Ｂが平成１６年契約によって原告Ａから本件ゴルフ場の営業権の譲渡を受

けたというのであれば、契約期間の満了に伴って上記変更申請をすることに合理的な理由は見

い出し難いこと、⑤そもそも、平成１６年契約締結当時における原告Ａの業務執行の実質的な

決定権限を有していた甲自身、本件各処分の前である平成２３年３月２５日に実施された税務

調査の際、「本件ゴルフ場の営業権が原告Ａと原告Ｂのいずれにあるかは全て自らの判断によ

るものであって、本件ゴルフ場の営業権は原告Ｂにあると自ら決めたのであるから税務署に何

か言われる理由はない。」、「平成１６年契約書を作成したかについても記憶がないが、原告ら

の実質的な権限は全て自らにあるから、どちらの会社でも同じである。」旨回答し、原告ら代

表者尋問の際にも、「原告Ｂの取り分が１４億２０００万円、原告Ａの取り分が残り６億３０

００万円としたのは、両方とも自分が社長をしていたから、いくらでもよかった。」、「原告Ａ

の取り分を６億３０００万円と決めたのには、全く理由はない。」旨供述したこと、⑥本件各

確定申告に関与したＯ税理士も、鈴鹿税務署の職員に対し、本件各確定申告書の作成の際、甲

から、「本件ゴルフ場の営業権の価額を１４億２０００万円とするように指示され、原告Ｂが

数年間営業しただけでこのような金額になることには疑問があったものの、そのままの金額で

損金として計上した。」、「原告Ｂが取得する部分の内訳を明らかにすることはできなかったた

め、甲から言われるままの金額で営業権譲渡の対価を計上することにした。」、「甲からは、税

金を抑えたいとの話があり、税額の話をすると、何度も、もう少し少なくならないのかという

話をされた。」旨供述したこと等を指摘することができる。 

 これら諸点に照らすと、前記（１）の証人丙及び原告ら代表者の供述記載部分ないし供述部

分をそのまま信用することはできず、他に、平成１６年の時点で本件ゴルフ場の営業権が原告

Ａから原告Ｂに対して譲渡されたという原告ら主張の事実を認めるに足りる証拠はない。 

 かえって、上記諸点に加え、前記１で認定したとおり、本件各確定申告において、原告Ａが

本件金員（原告Ａが平成２０年９月１日付け契約に基づいて原告Ｂに支払った１４億２０００

万円から原告Ｂ所有の本件営業用動産の対価に当たるものを控除した金額である１３億５９
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１２万６２５０円）を本件営業権償却費として損金の額に算入し、原告Ｂが本件金員を益金の

額に算入した上で同事業年度に生じた欠損金を理由として所得控除を行ったことにより、約９

億５０００万円の所得に係る法人税額を減少させたことをも併せ考慮すると、平成２０年９月

１日付け契約は、原告らの法人税額を減少させるために行われたものであると推認することが

できる。 

 そうすると、平成１６年契約に基づいて原告Ａから原告Ｂに譲渡された本件ゴルフ場の営業

権を更に平成２０年９月１日付け契約で譲渡したという原告らの主張も、原告らの平成２１年

３月期の法人税額を減少させるための方便にすぎないとみるのが相当である。 

 したがって、原告らの上記主張は、採用することができない。 

（３）これに対し、原告らは、①平成１６年契約は、原告Ａに対して進められていた民事再生手続

が終結したことを踏まえ、原告Ｂが本格的に本件ゴルフ場を再建していくことを目的として締

結されたものであり、平成１６年契約締結後、原告Ｂは、本件ゴルフ場の運営による収入を取

得する一方で、本件ゴルフ場の整備や管理のための必要な支出を行ったり、広報活動のための

支出を行ったりしていたところ、このことは、原告Ｂに本件ゴルフ場の営業権が帰属していた

ことを示すものである、②平成１６年契約の際に原告らの間で営業権の対価の授受がされなか

ったのは、両社の間で後払いの合意が成立していたからにすぎず、平成１６年契約の中で、原

告Ｂが原告Ａに対して本件ゴルフ場の施設の賃料に加えて本件ゴルフ場の運営によって生じ

た純利益の１５％を支払うことと定められていたのは、本件ゴルフ場の営業権の後払いの趣旨

を含むものである、③原告Ｂの貸借対照表の中に本件ゴルフ場の営業権の価額が計上されてい

ないのは、原告Ｂにおいて、原告Ａから営業権を取得した際の価額を算定することができなか

ったためであるなどと弁明する。 

 しかしながら、上記①の点については、平成１６年契約が締結された平成１６年４月１日以

降、原告Ｂが本件ゴルフ場を運営し、本件会員等の利用者から支払われるゴルフプレー代金等

を収受する一方で、本件ゴルフ場の維持・管理のための各種費用を負担していたことは原告ら

が指摘するとおりであるけれども、平成１６年契約では、原告Ｂが本件ゴルフ場内にある全て

の施設をその営業のために使用し、原告Ｂの責任において維持・管理する義務を負う旨が定め

られていたのであるから（１条２項）、原告Ｂが、本件ゴルフ場の運営によって生じる売上金

を収受し、本件ゴルフ場の維持・管理に必要な費用を支出していたことをもって、平成１６年

契約に基づき、本件ゴルフ場の営業権が原告Ａから原告Ｂに譲渡されていたというわけにはい

かない。 

 次に、上記②の点については、仮に、原告らが主張するように、本件ゴルフ場の営業権の対

価についての後払いの合意が成立していたというのであれば、営業権の譲渡に関する契約の中

で、譲渡の価額や支払時期などについて具体的な定めを置いておくのが通常であるところ、既

に認定・説示したとおり、原告らが本件ゴルフ場の営業権の譲渡を定めた契約書であると主張

する平成１６年契約書には、本件ゴルフ場の営業権の対価を後払いで支払うことや、譲渡の価

額及び支払時期に関する定めは一切存在しない。また、原告らの平成１７年３月期ないし平成

２０年３月期の決算書類の中には、本件ゴルフ場の営業権が後払いとされたことを示す記載は

全くなく、かえって、原告Ｂは、これら各事業年度に原告Ａに対して支払った５０００万円を

超える金員についていずれも「地代家賃」勘定に計上し、原告Ａも「不動産賃貸料収入」に計

上するなどしており、原告らが主張するように、平成１６年契約に基づいて本件ゴルフ場の営
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業権が譲渡されたことを前提とする経理処理が何らなされていないことは既に説示したとお

りである。 

 さらに、上記③の点については、前記１で認定したとおり、平成１６年契約の締結以前から、

原告らには弁護士や税理士が関与していたのであるから、平成１６年契約に基づいて本件ゴル

フ場の営業権が譲渡されたのであれば、これら弁護士等に依頼して本件ゴルフ場の営業権の価

額を算定した上で、その決算書類に反映することも十分可能であったはずである。それにもか

かわらず、原告らの決算書類の中に本件ゴルフ場の営業権に関する記載が一切ないのは、むし

ろ原告らの主張するような営業権譲渡の事実はなかったことを示すものというほかはない。 

 以上によれば、原告らの上記各弁明は、いずれも採用することができない。 

３ 争点（１）②（平成１６年契約に基づいて原告Ｂが本件ゴルフ場の運営を続けたことにより、

本件基準日の時点で、原告Ｂに本件ゴルフ場の営業権が生じていたか否か。）について 

（１）原告らは、仮に、本件ゴルフ場の営業権が平成１６年契約によって原告Ａから原告Ｂに譲渡

されたということができないとしても、原告Ｂが平成１６年契約に基づいて本件ゴルフ場の運

営を続けた結果、本件基準日（平成２０年９月３０日）の時点では、原告Ｂに本件ゴルフ場の

営業権が生じていた旨主張するところ、確かに、前記第２の３（３）カの前提事実のとおり、

平成１６年契約が締結された平成１６年４月１日以降、同契約に基づいて原告Ｂが本件ゴルフ

場の運営を行っていたことは、当事者間に争いがない。 

（２）しかしながら、前記１で認定した事実によると、①原告Ｂは、平成１６年契約に基づき本件

ゴルフ場を運営していた平成１７年３月期から平成２０年３月期の各事業年度のいずれにお

いても多額の営業損失を計上し、これら４事業年度で原告Ｂに生じた営業損失の総額は約２億

８０００万円に上ること、②本件ゴルフ場は、平成１８年３月期中に実施された営業方針の転

換により、原則として土曜日、日曜日及び祝祭日のみ営業し、平日については６組以上の予約

がある場合にのみ営業していたこと、③甲は、鈴鹿税務署の職員による調査の際、本件登録変

更申請書を提出した平成１９年４月９日頃には、本件ゴルフ場は余り営業していなかったこと

を自認する旨の供述をしていること、④本件ゴルフ場は、平成２０年２月１日までには閉鎖さ

れ、その後、原告Ｂは、本件ゴルフ場の運営を行ってはいなかったこと、⑤本件ゴルフ場は、

Ｅの戊が現地の確認を行った平成１９年１０月の時点で多数の改修を要する状態にあり、その

ため、Ｅは、平成２０年基本合意成立後、総額１億円以上を掛けてゴルフコースの芝の張り替

え工事その他の新たな設備投資を実施したこと、⑥本件株式譲渡契約が締結された平成２０年

１０月１日当時、本件ゴルフ場には、通常のゴルフクラブであれば存在するはずの理事会の実

態はなく、ゴルフクラブの会員としての活動実績もないなど、ゴルフクラブとしての機能が低

下した状態にあったこと等を指摘することができる。 

 これら諸点に加えて、前記１で認定したとおり、平成１６年契約に基づいて原告Ｂが本件ゴ

ルフ場の運営を行ったのは、平成１６年４月１日から平成２０年３月３１日までのわずか４年

にすぎない上、森林法に基づく開発行為の許可を受けたのは原告Ｂではなく原告Ａであり、本

件会員やゴルフコースの地権者との間で契約関係にあるのも原告Ａであることなどをも併せ

考慮すると、平成１６年４月１日以降、原告Ｂが本件ゴルフ場の運営を行っていたからといっ

て、それのみで、本件基準日当時、原告Ｂが、本件ゴルフ場について、いわゆる営業権を取得

するに至っていたということはできず、他に、これを認めるに足りる証拠はない。 

 したがって、原告らの上記主張は、採用することができない。 
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（３）なお、原告らは、Ｅが採用した不動産評価報告書（乙４５）には、ＤＣＦ法による評価額は

１５億４０００万円と記載され、Ｅが社内決裁用に作成した「【第２号議案】Ｄ取得の件」と

題する文書（乙３５・別紙１）の中にも「のれん概算額」として５億３１００万円の記載があ

ることを指摘し、これらの事実は、本件基準日時点において原告Ｂに本件ゴルフ場の営業権が

帰属していたことを示すものである旨主張する。 

 しかしながら、証拠（乙３５）によると、Ｅ内部文書の「事業リスク」欄には、「営業は、

土曜、日曜の５組以上しか行っておらず、過去数値は参考にならない」、「グリーンの張替えを

必要とする状況で、既に２月からクローズしており（降雪ではなく、営業を行う気がない）３

月の必要な時期から工事を開始する必要がある」などと記載されていることが認められるから、

Ｅにおいて、原告Ｂに本件ゴルフ場の営業権が帰属している旨の認識を有していたとは考え難

く、原告らが指摘するこれらの記載の存在をもって、原告Ｂに営業権が帰属していたことを示

すものであるということはできない。 

４ 争点（２）（本件基準日の時点で、原告Ｂが本件ゴルフ場の営業権を有していなかった場合、

本件金員の全部又は一部を原告Ａではなく原告Ｂが取得することに合理的な理由があると認め

られるか否か。）について 

（１）前記２及び３で説示したところによれば、本件基準日の時点で、本件ゴルフ場の営業権が原

告Ｂに帰属していたということはできないから、本件金員（原告Ａが平成２０年９月１日付け

契約に基づいて原告Ｂに支払った１４億２０００万円から原告Ｂ所有の本件営業用動産の対

価に当たるものを控除した金額である１３億５９１２万６２５０円）が本件ゴルフ場の営業権

の対価であるとは認められない。したがって、他に、原告Ａが原告Ｂに対して本件金員の全部

又は一部を支払う合理的な理由があるということができない場合には、本件金員は、原告Ａの

原告Ｂに対する寄附金であるということになる。 

（２）この点に関して、原告らは、①原告Ａにとって、平成１６年契約を解消することが本件ゴル

フ場の売却を進める上で必要不可欠なものであったから、原告Ｂに対してした本件金員の支払

は、平成１６年契約を解消するために必要な立退料的代償措置に当たる、②原告Ｂは、本件ゴ

ルフ場がオープンしていた平成１６年４月１日から平成２０年２月１日までの３年１０か月

間、月額約７００万円、総額約３億２２００万円の価値に相当する業務を負担しており、これ

ら多額の支出を伴う原告Ｂの本件ゴルフ場の維持・管理に係る貢献があったために、本件ゴル

フ場はその価値を維持してきたのであるから、同貢献相当分である本件金員を取得する合理的

な理由がある、③原告Ｂが本件ゴルフ場を運営したことにより、営業権が生じていたというこ

とができないとしても、営業権に類似する経済的な価値が生じていたというべきである、④平

成１６年契約に基づき原告Ｂが本件ゴルフ場の営業を続けたことにより、過去にはゴルフ場の

底地の価値しか付かなかった本件ゴルフ場を２０億５０００万円という高値で売却する機会

を得ることができたのであるから、原告Ｂが上記機会利益相当分に当たる本件金員を取得する

合理的な理由があるなどとして、原告Ａが原告Ｂに対して本件金員を支払うことには経済的合

理性がある旨主張する。 

（３）しかしながら、上記①の点については、前記１で認定したとおり、平成１６年契約書におい

ては、期間満了、不可抗力による契約の終了等、原告Ａ又は原告Ｂの責めに帰すことのできな

い事由により契約が終了したときは、原告Ｂは、原告Ａに対し、立退料、営業補償等、名目の

如何を問わず、金銭の支払その他の行為を請求することはできないものとされている（１４条）
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ところ、平成１６年契約は、原告Ｂが原告Ａに対して本件終了通知書を送付したことにより平

成１９年３月３１日の契約期間満了により終了しており、原告ら自身、鈴鹿県税事務所長に対

し、同年４月９日付けで本件終了通知書を添付した上で本件ゴルフ場のゴルフ場利用税特別徴

収義務者の変更登録申請をしているのであるから、上記契約終了を当然の前提としていたこと

は明らかである。そうすると、原告Ｂは、平成１６年契約の規定上、原告Ａに対して立退料相

当額の金員の支払を求めることができない筋合いであったというほかはない。これに加えて、

立退料ないし立退料的性格の金員の支払は賃貸人と賃借人の間で合意が成立して初めて生じ

るものであるところ、原告らの間で取り交わされた平成２０年９月１日付け契約書では、本件

金員の対価となる譲渡の対象物は、本件営業用動産と本件ゴルフ場の営業権と記載されており

（３条１項）、原告Ｂに対して立退料ないし立退料的性格を有する金員を支払う旨の条項は存

在しないから、原告らの間で立退料ないし立退料の性格を有する金員の支払に関する合意が成

立していたということはできない。したがって、平成２０年９月１日付け契約に基づいて支払

われた本件金員の全部又は一部が立退料ないし立退料類似の代償措置に当たるという原告ら

の主張は、いずれにしても採用することができない。 

 次に、上記②の点については、前記１で認定したとおり、平成１６年契約では、原告Ｂは、

本件ゴルフ場内の全ての建物、施設等を営業の目的で使用し、原告Ｂの責任・負担において維

持・管理するものとされていたところ（平成１６年契約書１条２項）、本件全証拠によっても、

原告Ｂが平成１６年契約に基づき負担すべき義務を負う範囲を超える費用を支出したと認め

ることはできない。したがって、原告Ｂが、平成１６年契約期間中に、本件ゴルフ場の維持・

管理に係る費用を支出して本件ゴルフ場の価値を保っていたことを理由として、原告Ａが原告

Ｂに対して本件金員の全部又は一部を支払うことにつき合理的な理由があるということもで

きない。 

 また、上記③の点については、そもそも、原告らが主張する営業権に類似する経済的価値の

内実そのものが詳らかではないばかりか、平成１６年契約に基づいて原告Ｂが本件ゴルフ場を

運営したのはわずか４年にすぎない上、原告Ｂが本件ゴルフ場の運営を行った事業年度のいず

れにおいても多額の営業損失が生じており、しかも、本件ゴルフ場は、平成１８年３月期中に

実施された営業方針の転換により、原則として土曜日、日曜日及び祝祭日のみ営業することと

し、平日は６組以上の予約がある場合に限って営業していたことなど、前記３で認定・説示し

た原告Ｂの下での本件ゴルフ場の運営状況に照らすと、原告Ｂが本件ゴルフ場を運営していた

ことにより、本件ゴルフ場について、前記３（２）で説示した意味での営業権に類似する経済

的な価値が生じていたということはできない。 

 さらに、上記④の点については、前記１で認定したとおり、本件株式の譲渡に関与したＥの

戊は、鈴鹿税務署の職員に対し、本件株式譲渡代金である２０億５０００万円の内訳は土地、

建物及び備品であり、これら資産についてＥのノウハウの下に営業した場合にどの程度の利益

が見込めるのかをＤＣＦ法によって算定したものであって、原告Ｂによる過去の実績は全く考

慮していない旨回答しているのであるから、本件株式譲渡代金の価額が、過去に算定された本

件ゴルフ場の底地の価格を上回っているからといって、そのことから直ちに同底地との差額に

ついて原告Ｂが本件金員の全部ないし一部を取得することに合理性があるということはでき

ない。 

 以上によれば、原告らの上記各主張は、いずれも採用することができない。そうすると、本
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件金員の支払には、原告らが主張するような合理的な理由があるということはできず、本件金

員の支払は対価性のないものといわざるを得ない。 

５ 本件各処分の適法性について 

 以上によれば、平成２０年９月１日付け契約に基づいて原告Ａが原告Ｂに対して支払った１４

億２０００万円から原告Ｂ所有に係る本件営業用動産の価額を控除した金額に相当する１３億

５９１２万６２５０円（本件金員）は、原告Ａの原告Ｂに対する寄附金（原告Ｂにとっては、原

告Ａからの受贈益）に当たるということになるところ、このことを前提に、原告Ａの平成２１年

３月期の法人税及び平成２１年３月課税期間の消費税等並びに原告Ｂの平成２２年３月期の法

人税の額を算定すると、いずれも別紙５「被告主張額の根拠等」記載１及び２のとおりとなり、

本件各処分における納付すべき税額及び各過少申告加算税の額と同額であるから、本件各処分は

いずれも適法である。 

第４ 結論 

 以上の次第で、原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとお

り判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官 福井 章代 

   裁判官 富澤 賢一郎 

   裁判官 西脇 真由子 
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（別紙１） 

関係法令の定め 

１ 法人税法 

（１）２条 

１号～９号 （略） 

１０号 同族会社 会社の株主等（その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を

除く。）の３人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその

会社の発行済株式又は出資（その会社が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又

は総額の１００分の５０を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令

で定める場合におけるその会社をいう。 

１１号～２２号 （略） 

２３号 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及

び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。 

２４号～４４号 （略） 

（２）２２条 

１項 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損

金の額を控除した金額とする。 

２項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金

額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役

務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業

年度の収益の額とする。 

３項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金

額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 

１号 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 

２号 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用（償却費

以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）の額 

３号 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの 

４項 第２項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当

と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。 

５項 第２項又は第３項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生

ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配（中略）及び残余財産の分配又は引渡し

をいう。 

（３）３７条 

１項 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額（次項の規定の適用を受ける寄附金

の額を除く。）の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又

は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超

える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し

ない。 

２項～６項 （略） 

７項 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもって
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するかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与

（広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚

生費とされるべきものを除く。次項において同じ。）をした場合における当該金銭の額若

しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の

時における価額によるものとする。 

８項～１２項 （略） 

（４）６２条の８ 

１項 内国法人が非適格合併等（適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、

適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをい

う。以下この条において同じ。）により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、

現物出資法人その他政令で定める法人（以下この条において「被合併法人等」という。）

から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により

交付した金銭の額及び金銭以外の資産（適格合併に該当しない合併にあっては、第６２条

第１項（合併及び分割による資産等の時価による譲渡）に規定する新株等）の価額の合計

額（当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第３７条第７項（寄附

金の損金不算入）に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対し

て支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第３項において「非適格

合併等対価額」という。）が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額（当該資産

（営業権にあっては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）の取得価額

（第６１条の１３第７項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適用があ

る場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同

じ。）の合計額から当該負債の額（次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この

項において同じ。）の合計額を控除した金額をいう。第３項において同じ。）を超えるとき

は、その超える部分の金額（当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満た

ない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額）のうち政令で定める部分の金額

は、資産調整勘定の金額とする。 

２項～１２項 （略） 

２ 消費税法 

（１）２条１項 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

１号～１１号 （略） 

１２号 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、

又は役務の提供（中略）を受けること（当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、

若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当す

ることとなるもので、第７条第１項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第８

条第１項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限

る。）をいう。 

１３号 事業年度 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第１３条及び第１４条（事業年度）

に規定する事業年度（国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人

については、政令で定める一定の期間）をいう。 
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１４号～２０号 （略） 

（２）３０条１項 

 事業者（中略）が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物につい

ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第４５条第

１項第２号に掲げる課税標準額に対する消費税額（中略）から、当該課税期間中に国内におい

て行った課税仕入れに係る消費税額（当該課税仕入れに係る支払対価の額に１０８分の６．３

を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。）及び当該課税期間における保税地

域からの引取りに係る課税貨物（他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除

く。以下この章において同じ。）につき課された又は課されるべき消費税額（附帯税の額に相

当する額を除く。次項において同じ。）の合計額を控除する。 

１号 国内において課税仕入れを行った場合 当該課税仕入れを行った日 

２号・３号 （略） 

３ 国税通則法 

７５条 

１項 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲

げる不服申立てをすることができる。 

１号 税務署長がした処分（次項に規定する処分を除く。） その処分をした税務署長に対す

る異議申立て 

２号～５号 （略） 

２項・３項 （略） 

４項 第１項第１号若しくは第４号又は第２項第１号の規定により異議申立てをすることがで

きる者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選択により、異議申立てをしないで、

国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。 

１号 所得税法若しくは法人税法に規定する青色申告書、同法第１３０条第１項（青色申告書

等に係る更正）に規定する連結確定申告書等又は地方法人税法第２７条第２項（青色申告）

に規定する青色申告書に係る更正（その更正に係る国税を基礎として課される加算税の賦

課決定を含む。）に不服があるとき。 

２号・３号 （略） 

５項・６項 （略） 

４ 商法（平成１７年法律第８７号による改正前のもの） 

（１）２４５条１項 

 会社が左の行為を為すには第３４３条に定むる決議に依ることを要す。 

１号 営業の全部又は重要なる一部の譲渡 

２号・３号 （略） 

（２）３４３条１項 

 前条第１項の決議は、総株主の議決権の過半数又は定款に定むる議決権の数を有する株主出

席しその議決権の３分の２以上に当たる多数を以って之を為す。 

５ 法人税法施行令 

（１）１３条 

 法第２条第２３号（減価償却資産の意義）に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価
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証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの（事業の用に供していないもの及び時の経

過によりその価値の減少しないものを除く。）とする。 

１号～７号 （略） 

８号 次に掲げる無形固定資産 

イ～ル （略） 

ヲ 営業権 

ワ～ツ （略） 

９号 （略） 

（２）４８条１項 

 平成１９年３月３１日以前に取得をされた減価償却資産（第６号に掲げる減価償却資産にあ

っては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成２０

年３月３１日までに締結されたもの）の償却限度額（法第３１条第１項（減価償却資産の償却

費の計算及びその償却の方法）の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する

金額の限度額をいう。以下第７目までにおいて同じ。）の計算上選定をすることができる同項

に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める

方法とする。 

１号～３号 （略） 

４号 第１３条第８号に掲げる無形固定資産（次号に掲げる鉱業権を除く。）及び同条第９号

に掲げる生物 旧定額法 

５号・６号 （略） 

（３）７８条 

 法第３７条第７項（寄附金の意義）に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の

計算については、その支払がされるまでの間、なかったものとする。 

（４）１２３条の１０ 

１項・２項 （略） 

３項 法第６２条の８第１項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産と

して取引される慣習のあるものとする。 

４項～１５項 （略） 

６ 三重県県税条例（昭和２５年三重県条例第３７号） 

（１）８６条 

１項 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者その他ゴルフ場利用税の徴収の

便宜を有する者で規則で定めるものとする。 

２項 前項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場における利用に対して課されるゴルフ場利用税

を徴収しなければならない。 

（２）８８条１項 

 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、ゴルフ場の経営を開始し、又は他

のゴルフ場を借り受けようとする日前５日までに当該ゴルフ場ごとの特別徴収義務者として

の登録を知事に申請しなければならない。登録をした事項に変更を生じた場合においては、そ

の変更を生じた日から５日以内に、登録の変更を申請しなければならない。 

７ 三重県県税条例施行規則（昭和３４年三重県規則第４８号） 
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（１）４３条 

１項 条例第８６条のゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者であって利用料

金を徴収すべき者とする。ただし、ゴルフ場の経営者が法人である場合においては、当該

法人及びその法人の代表者とする。 

２項 県税事務所長は、必要があると認める場合においては前項の規定にかかわらず、ゴルフ

場利用税の徴収の便宜を有する者について別に特別徴収義務者を指定することができる。 

（２）４５条１項 

 条例第８８条第２項の規定により特別徴収義務者が提出すべき登録申請書は、第５１号様式

（略）による。 

８ 企業会計原則注解（昭和５７年４月２０日大蔵省企業会計審議会） 

注２５ 営業権は、有償で譲受け又は合併によって取得したものに限り貸借対照表に計上し、

毎期均等額以上を償却しなければならない。 
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別紙２ 省略



36 

 

（別紙３） 

 

課税の経緯（原告Ａ） 

 

 

平成２１年３月期の法人税                               （単位：円） 

区分 

 

日付 

 

所得金額 

 

税額 

 

繰越欠損金の 

当期控除額 

翌期へ繰り越 

す欠損金額 

過少申告 

加算税額 

確定申告 平成21年6月1日 9,208,673 1,880,700 142,230,572 0 － 

更正等 平成23年5月24日 1,386,056,654 414,935,100 142,230,572 0 61,851,500 

審査請求 平成23年7月19日 47,976,127 13,511,100 142,230,572 0 1,920,000 

裁決 平成24年6月18日 棄却 

 

 

 

平成２１年３月課税期間の消費税等                           （単位：円） 

区分 

 

日付 

 

課税標準額 

 

控除対象 

仕入税額 

消費税額 

 

地方消費税額 

 

過少申告 

加算税額 

確定申告 平成21年6月1日 2,798,000 1,364,138 △ 1,252,218 △ 313,054 － 

更正等 平成23年5月24日 2,798,000 81,746 30,100 7,500 215,000 

異議申立て 平成23年7月22日 2,798,000 1,364,138 △ 1,252,218 △ 313,054 － 

異議決定 平成23年9月22日 棄却 

審査請求 平成23年10月13日 全部取消し 

裁決 平成24年6月18日 棄却 

※１ △印は、欠損金額又は還付税額であることを示す。 

※２ 平成２１年３月期の法人税の「審査請求」欄の「所得金額」欄の金額は、審査請求書に記載されたものであ

る。 



37 

 

（別紙４） 

課税の経緯（原告Ｂ） 

 

 

平成２２年３月期の法人税                               （単位：円） 

区分 

 

日付 

 

所得金額 

 

税額 

 

繰越欠損金の 

当期控除額 

翌期へ繰り越

す欠損金額 

過少申告 

加算税額 

確定申告 平成22年5月27日 △ 18,280,409 △ 839,431 0 18,280,409 － 

更正等 平成23年5月24日 280,441,997 82,332,800 83,568,682 0 12,450,500 

審査請求 平成23年7月19日 △ 42,384,909 △ 839,431 0 42,384,909 － 

裁決 平成24年6月18日 棄却 

※１ △印は、欠損金額又は還付税額であることを示す。 

※２ 「審査請求」欄の「所得金額」欄の金額は、審査請求書に記載されたものである。 
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（別紙５） 

被告主張額の根拠等 

 

１ 原告Ａに対する各更正処分の根拠及びその適法性 

（１）原告Ａに対する法人税の更正処分の根拠（別表１参照） 

 被告が、本件訴訟において主張する原告Ａが納付すべき平成２１年３月期の法人税の税額等

は、以下のとおりである。 

ア 所得金額 １３億８６０５万６６５４円（別表１⑬） 

 上記金額は、原告Ａが平成２１年６月１日に鈴鹿税務署長に対して提出した平成２１年３

月期の法人税の確定申告書（乙１。以下「本件原告Ａ平成２１年３月期確定申告書」という。）

に記載された所得金額である９２０万８６７３円に、以下の（ア）ないし（キ）及び（ケ）

を加算し、（ク）を減算した金額である。 

（ア）営業権償却費の金額 １２億９４４０万５９５２円（別表１②） 

 上記金額は、原告Ａが、平成２１年３月期の法人税の所得金額の計算上、本件ゴルフ場

の営業権の償却費として損金の額に算入した金額である。しかしながら、本件ゴルフ場の

営業権は存在せず、本件金員は寄附金に該当すると認められ、上記の営業権償却費は損金

の額に算入することができないため、所得金額に加算する。 

（イ）未払寄附金の損金不算入額 ４億０１９９万５０８８円（別表１③） 

 上記金額は、本件営業譲渡契約に基づく原告らの取引金額のうち、原告Ａが平成２１年

３月期の未払金に計上した金額４億２０００万円に、上記取引金額のうち本件金員の占め

る割合を乗じて計算した金額であるが、本件ゴルフ場の営業権は存在せず、本件金員は寄

附金に該当すると認められることから、当該金額は未払寄附金に該当し、法人税法施行令

７８条により、損金の額に算入されないため、所得金額に加算する。 

（ウ）貸倒損失の過大計上額 １８２９万００００円（別表１④） 

 上記金額は、原告Ａが、貸倒損失として、平成２１年３月期の法人税の所得金額の計算

上、損金の額に算入した金額であるが、貸倒れの事実が認められないことから、当該貸倒

損失の金額は、損金の額に算入することができないため、所得金額に加算する。 

（エ）租税公課の過大計上額 ２０４７万７４５４円（別表１⑤） 

 上記金額は、原告Ａが、租税公課（特別土地保有税）として、平成２１年３月期の法人

税の所得金額の計算上、損金の額に算入した金額であるが、当該租税公課（特別土地保有

税）は、納税猶予の適用を受けていることが認められ、損金の額に算入することができな

いため、所得金額に加算する。 

（オ）雑損失の過大計上額 ６３１１万７３０８円（別表１⑥） 

 上記金額は、原告Ａが、本件金員に係る仮払消費税等の金額６４７２万０２９８円のう

ち、課税売上割合（乙２の２枚目の「課税売上割合（④／⑦）」欄）により計算した控除

対象外消費税額等の金額を雑損失として、平成２１年３月期の法人税の所得金額の計算上、

損金の額に算入した金額であるが、本件ゴルフ場の営業権は存在せず、本件金員は寄附金

に該当すると認められ、消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額には該当しないことか

ら、本件金員に係る仮払消費税等及び控除対象外消費税等は発生せず、当該雑損失の金額

は、損金の額に算入することができないため、所得金額に加算する。 
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（カ）雑収入の計上漏れの金額 １９０円（別表１⑦） 

 上記金額は、本件原告Ａ法人税更正処分による未払消費税等の増加額１６０万２９９０

円と本件原告Ａ消費税等更正処分による消費税等の納付税額の増加額１６０万２８００

円との差額であり、当該金額を雑収入の計上漏れとして、所得金額に加算する。 

（キ）交際費等の損金不算入額 ６９２円（別表１⑧） 

 交際費等の損金不算入額は、下記ａの金額１４万８９０９円から下記ｂの金額１３万４

０１８円を控除した金額１万４８９１円となり、本件原告Ａ平成２１年３月期確定申告書

の別表十五（交際費等の損金算入に関する明細書）の「損金不算入額」欄に記載された金

額１万４１９９円から６９２円増加するため、当該増加する金額を所得金額に加算する。 

ａ 本件原告Ａ平成２１年３月期確定申告書の別表十五（交際費等の損金算入に関する明

細書）の「支出交際費等の額」欄に記載された金額（１４万１９８６円）に、原告Ａが

支出した交際費等に係る消費税等の額のうち控除対象外消費税等６９２３円を加算し

た金額 １４万８９０９円 

ｂ 前記ａの金額に１００分の９０を乗じた金額 

 １３万４０１８円（交際費等の損金算入限度額） 

（ク）寄附金の損金の額に算入される額 １３億５９１２万６２５０円（別表１⑪） 

 上記金額は、本件金員の金額であるが、本件ゴルフ場の営業権は存在せず、本件金員は

寄附金に該当すると認められ、損金の額に算入されるため、所得金額から減算する。 

（ケ）寄附金の損金不算入額 ９億３７６８万７５４７円（別表１⑨） 

 寄附金の損金不算入額は、法人税法３７条１項及び同法施行令７３条により、下記ｂの

金額９億５７１３万１１６２円から下記ｅの金額１９４４万３６１５円を控除した９億

３７６８万７５４７円となるため、当該損金不算入額を所得金額に加算する。 

ａ 本件原告Ａ平成２１年３月期確定申告書の別表四の「総額」欄の「仮計」欄に記載さ

れた金額１億５１１９万７６１４円（乙１の別表四の「①」欄の「２２」欄）に、前記

（ア）ないし（ク）の金額を加算又は減算した金額５億９０３５万８０４８円 

ｂ 前記（ク）の金額１３億５９１２万６２５０円から前記（イ）の金額４億０１９９万

５０８８円を控除した金額９億５７１３万１１６２円（寄附金として損金算入される金

額） 

ｃ 前記ａ及びｂの合計額１５億４７４８万９２１０円に１００分の２．５を乗じた金額

３８６８万７２３０円 

ｄ 原告Ａの資本金の金額８０００万円に１０００分の２．５を乗じた金額２０万円 

ｅ 前記ｃ及びｄの合計額３８８８万７２３０円に２分の１を乗じた金額１９４４万３

６１５円（寄附金の損金算入限度額） 

イ 所得金額に対する法人税額 ４億１５１７万６８００円（別表１⑭） 

 上記金額は、前記アの所得金額（国税通則法１１８条１項に基づき、１０００円未満の端

数を切り捨てた後のもの）に法人税法６６条１項及び２項に規定する税率を乗じた金額であ

る。 

ウ 法人税額から控除される所得税額 ２４万１６３１円（別表１⑮） 

 上記金額は、法人税法６８条が規定する法人税額から控除される所得税等の金額であり、

本件原告Ａ平成２１年３月期法人税確定申告書（乙１）の１枚目「４２」欄に記載された金
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額である。 

エ 納付すべき税額 ４億１４９３万５１００円（別表１⑯） 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した金額（国税通則法１１９条１項に

基づき、１００円未満の端数を切り捨てたもの）である。 

オ 確定申告に係る税額 １８８万０７００円（別表１⑰） 

 上記金額は、本件原告Ａ平成２１年３月期法人税確定申告書（乙１）の１枚目「１３」欄

に記載された差引所得に対する法人税額である。 

カ 差引納付すべき税額 ４億１３０５万４４００円（別表１⑱） 

 上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額であり、被告が主張する平

成２１年３月期の法人税として、原告Ａが新たに納付することとなる税額である。 

（２）原告Ａに対する法人税の更正処分の適法性 

 被告が、本件訴訟において主張する原告Ａが納付すべき税額等は、前記（１）のとおりであ

るところ、これらの金額は、原告Ａに対してされた法人税の更正処分の額と同額である。した

がって、鈴鹿税務署長が原告Ａに対してした法人税の更正処分は適法である。 

（３）原告Ａに対する消費税等の更正処分の根拠（別表２参照） 

 被告が、本件訴訟において主張する原告Ａが納付すべき平成２１年３月課税期間の消費税等

の税額等は、以下のとおりである。 

ア 消費税 

（ア）課税標準額 ２７９万８０００円（別表２①） 

 上記金額は、原告Ａが平成２１年６月１日に鈴鹿税務署長に対して提出した消費税等の

確定申告書（乙２。以下「本件原告Ａ平成２１年３月課税期間確定申告書」という。）の

１枚目「⑮」欄に記載された課税資産の譲渡等の対価の額（国税通則法１１８条１項に基

づき、１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

（イ）課税標準額に対する消費税額 １１万１９２０円（別表２②） 

 上記金額は、消費税法２９条に基づき、前記（ア）の課税標準額２７９万８０００円に

１００分の４を乗じた金額である。 

（ウ）控除対象仕入税額 ８万１７４６円（別表２⑥） 

 上記金額は、下記ａの金額から下記ｂの金額を減算した金額８６６３万７６２２円に消

費税法３０条１項により１０５分の４を乗じた金額に、消費税法３０条２項２号により課

税売上割合（乙２の２枚目の「課税売上割合（④／⑦）」欄）を乗じて計算した金額であ

る。 

ａ 確定申告された課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） 

 １４億４５７６万３８７２円（別表２③） 

 上記金額は、本件原告Ａ平成２１年３月課税期間確定申告書の付表２（乙２の２枚目）

「⑧」欄に記載された課税仕入れに係る支払対価の額である。 

ｂ 本件ゴルフ場の営業権に関する課税仕入れに係る支払対価の額 

 １３億５９１２万６２５０円（別表２④） 

 上記金額は、本件金員の金額であるが、本件ゴルフ場の営業権は存在せず、原告Ｂか

ら原告Ａに対する役務の提供又は資産の譲渡等の事実は認められないことから、消費税

法２条１項１２号が規定する課税仕入れには該当しない。 
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（エ）差引税額 ３万０１００円（別表２⑧） 

 上記金額は、前記（イ）の金額から前記（ウ）の金額を減算した金額（国税通則法１１

９条１項に基づき、１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

（オ）差引納付すべき消費税額 １２８万２３００円（別表２⑩） 

 上記金額は、前記（エ）の差引税額３万０１００円に、本件平成２１年３月期課税期間

消費税確定申告書（乙２）の１枚目「⑧」欄に記載された控除不足還付税額１２５万２２

１８円を加算した金額（国税通則法１１９条１項に基づき、１００円未満の端数を切り捨

てた後のもの）である。 

イ 地方消費税 

（ア）地方消費税の課税標準となる消費税額 ３万０１００円（別表２⑪） 

 上記金額は、前記ア（エ）の消費税の差引税額である。 

（イ）譲渡割額納税額 ７５００円（別表２⑫） 

 上記金額は、前記（ア）の地方消費税の課税標準となる消費税額３万０１００円に、地

方税法７２条の８３により、１００分の２５を乗じた金額（地方税法２０条の４の２第３

項に基づき、１００円未満を切り捨てた後のもの）である。 

（ウ）差引納付すべき譲渡割額 ３２万０５００円（別表２⑭） 

 上記金額は、前記（イ）の譲渡割額納税額７５００円に、本件原告Ａ平成２１年３月課

税期間確定申告書（乙２）の１枚目「⑲」欄に記載された譲渡割還付額３１万３０５４円

を加算した金額（地方税法２０条の４の２第３項に基づき、１００円未満を切り捨てた後

のもの）である。 

ウ 差引納付すべき合計税額 １６０万２８００円（別表２⑮） 

 上記金額は、前記ア（オ）の金額と前記イ（ウ）の金額の合計額であり、被告が主張する

平成２１年３月課税期間の消費税等として、原告Ａが新たに納付することとなる消費税等の

税額である。 

（４）原告Ａに対する消費税等の更正処分の適法性 

 被告が、本件訴訟において主張する原告Ａが納付すべき税額等は、前記（３）のとおりであ

るところ、これらの金額は、原告Ａに対してされた消費税等更正処分の額と同額である。した

がって、鈴鹿税務署長が原告Ａに対してした消費税等の更正処分は適法である。 

２ 原告Ｂに対する更正処分の根拠及びその適法性 

（１）原告Ｂに対する更正処分の根拠（別表３参照） 

 被告が、本件訴訟において主張する原告Ｂが納付すべき平成２２年３月期の法人税の税額等

は、以下のとおりである。 

ア 所得金額 ２億８０４４万１９９７円（別表３⑧） 

 上記金額は、原告Ｂが、平成２２年５月２７日に鈴鹿税務署長に提出した平成２２年３月

期の法人税の確定申告書（乙３。以下「本件原告Ｂ平成２２年３月期確定申告書」といい、

「本件原告Ａ平成２１年３月期確定申告書」及び「本件原告Ａ平成２１年３月課税期間確定

申告書」と併せて、「本件各確定申告書」という。）の１枚目「１」欄に記載された欠損金額

１８２８万０４０９円に、以下の（ア）を加算し、（イ）及び（ウ）を減算した金額である。 

（ア）受贈益の計上漏れ ４億０１９９万５０８８円（別表３②） 

 上記金額は、原告Ｂが、本件取引金額のうち、平成２１年３月期の未収金に計上した金
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額４億２０００万円に、本件取引金額のうち本件金員の占める割合を乗じて計算した金額

であるが、本件ゴルフ場の営業権は存在せず、本件金員は寄附金であり、原告Ａからの金

銭の贈与に該当することから、上記金額は、受贈益の計上漏れと認められるため、所得金

額に加算する。 

（イ）事業税の損金算入額 １９７０万４０００円（別表３④） 

 上記金額は、原告Ｂが、平成２２年３月期において納税充当金から支出した事業税の金

額であり、当該金額は、平成２２年３月期の損金の額に算入されるため、所得金額から減

算する。 

（ウ）欠損金又は災害損失等の当期控除額 ８３５６万８６８２円（別表３⑦） 

 上記金額は、原告Ｂの前期（平成２１年３月期）から繰り越された欠損金の金額である。

（甲２０・２７頁） 

イ 所得金額に対する法人税額 ８３１７万２３００円（別表３⑨） 

 上記金額は、前記アの所得金額（国税通則法１１８条１項に基づき、１０００円未満の端

数を切り捨てた後のもの）に法人税法６６条１項及び２項並びに租税特別措置法４２条の３

の２第１項が規定する税率を乗じた金額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額 ８３万９４３１円（別表３⑩） 

 上記金額は、法人税法６８条が規定する法人税額から控除される所得税等の金額であり、

本件原告Ｂ平成２２年３月期確定申告書（乙３）の１枚目「４２」欄に記載された金額であ

る。 

エ 納付すべき税額 ８２３３万２８００円（別表３⑪） 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した金額（国税通則法１１９条１項に

基づき、１００円未満の端数を切り捨てたもの）である。 

オ 確定申告に係る税額 マイナス８３万９４３１円（別表３⑫） 

 上記金額は、本来、本件原告Ｂ平成２２年３月期確定申告書（乙３）１枚目「１３」欄に

記載されるべき金額であり、同申告書１枚目「１６」欄と同額である。 

カ 差引納付すべき税額 ８３１７万２２００円（別表３⑬） 

 上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額（国税通則法１１９条１項

に基づき、１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）であり、被告が主張する平成２２年

３月期の法人税として、原告Ｂが新たに納付することとなる税額である。 

（２）原告Ｂに対する更正処分の適法性 

 被告が、本件訴訟において主張する原告Ｂが納付すべき税額等は、前記（１）のとおりであ

るところ、これらの金額は、原告Ｂに対してされた更正処分の額と同額である。したがって、

鈴鹿税務署長が原告Ｂに対してした法人税の更正処分は適法である。 

３ 原告らに対する各過少申告加算税賦課決定処分の根拠及びその適法性 

 前記１及び２で述べたとおり、原告らに対してされた各更正処分（以下「本件各更正処分」と

いう。）はいずれも適法であるところ、原告らは、本件各確定申告書において、それぞれ所得金

額及び納付すべき税額を過少に申告していた。また、原告らには、本件各更正処分により納付す

べき税額の計算の基礎となった事実が、本件各更正処分前の税額の計算の基礎とされなかったこ

とについて国税通則法６５条４項が規定する正当な理由があるとは認められない。そして、原告

らに対する過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」という。）において原告
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らに課された過少申告加算税は、適法な本件各更正処分により新たに納付すべきこととなった税

額を基礎として、国税通則法６５条１項及び２項の規定に基づき、それぞれ正当に計算されたも

のである。したがって、鈴鹿税務署長が原告らに対してした本件各賦課決定処分はいずれも適法

である。 
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（別表１） 

 

被告主張額計算表（法人税・原告Ａ） 

 （単位：円） 

 
番
号 

平成２１年３月期 

所
得
金
額
の
計
算 

確定申告における所得金額 ① 9,208,673 

加
算 

営業権償却費 ② 1,294,405,952 

未払寄附金の損金不算入額 ③ 401,995,088 

貸倒損失の過大計上額 ④ 18,290,000 

租税公課の過大計上額 ⑤ 20,477,454 

雑損失の過大計上額 ⑥ 63,117,308 

雑収入の計上漏れの金額 ⑦ 190 

交際費等の損金不算入額 ⑧ 692 

寄附金の損金不算入額 ⑨ 937,687,547 

小計 ⑩ 2,735,974,231 

減
算 

寄附金の損金算入額 ⑪ 1,359,126,250 

小計 ⑫ 1,359,126,250 

所得金額又は欠損金額 

(①＋⑩－⑫) 
⑬ 1,386,056,654 

法人税額 ⑭ 415,176,800 

控除税額 ⑮ 241,631 

差引法人税額 

（⑭－⑮） 
⑯ 414,935,100 

既に納付の確定した法人税額 ⑰ 1,880,700 

差引納付すべき法人税額 

（⑯－⑰） 
⑱ 413,054,400 

加
算
税 

過少申告加算税の基礎となる税額 

（10,000円未満切捨て） 
⑲ 413,050,000 

過少申告加算税の額 ⑳ 61,851,500 
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（別表２） 

 

被告主張額計算表（消費税等・原告Ａ） 

（単位：円） 

 
番
号 

平成２１年３月課税期間 

消
費
税
額 

課税標準額 ① 2,798,000 

消費税額 ② 111,920 

控
除
税
額 

 
確定申告された課税仕入れ 

に係る支払対価の額 
③ 1,445,763,872 

 営業権 ④ 1,359,126,250 

課税仕入れに係る支払対価の額 

（③－④） 
⑤ 86,637,622 

控除対象仕入税額 ⑥ 81,746 

控除税額小計 ⑦ 81,746 

差引税額 

（②－⑦） 
⑧ 30,100 

確定申告に記載した差引税額 ⑨ △ 1,252,218 

納付すべき消費税額 

（⑧－⑨） 
⑩ 1,282,300 

地
方
消
費
税
額 

地方消費税の課税標準となる消費税額 ⑪ 30,100 

譲渡割額納税額 ⑫ 7,500 

確定申告書に記載した譲渡割納税額 ⑬ △ 313,054 

納付すべき譲渡割額 

（⑫－⑬） 
⑭ 320,500 

消費税等の納付すべき税額 

（⑩＋⑭） 
⑮ 1,602,800 

加
算
税 

過少申告加算税の基礎となる税額 

（10,000円未満切り捨て） 
⑯ 1,600,000 

過少申告加算税の額 ⑰ 215,000 
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（別表３） 

 

被告主張額計算表（法人税・原告Ｂ） 

（単位：円） 

 
番
号 

平成２２年３月期 

所
得
金
額
の
計
算 

確定申告における所得金額 ① △ 18,280,409 

加
算 

受贈益の計上漏れの金額 ② 401,995,088 

小計 ③ 401,995,088 

減
算 

事業税の損金算入額 ④ 19,704,000 

小計 ⑤ 19,704,000 

仮計 

（③－⑤） 
⑥ 382,291,088 

繰越欠損金又は災害損失等の当期控除額 ⑦ △ 83,568,682 

所得金額又は欠損金額 

（①＋⑥＋⑦） 
⑧ 280,441,997 

法人税額 ⑨ 83,172,300 

控除税額 ⑩ 839,431 

差引法人税額 

（⑨－⑩） 
⑪ 82,332,800 

既に納付の確定した法人税額 ⑫ △ 839,431 

差引納付すべき法人税額 

（⑪－⑫） 
⑬ 83,172,200 

加
算
税 

過少申告加算税の基礎となる税額 

（10,000円未満切捨て） 
⑭ 83,170,000 

過少申告加算税の額 ⑮ 12,450,500 
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別紙６ 省略 


